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12 災害用伝言ダイヤル 被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声に
より伝達するボイスメールのこと。安否情報等の伝言を比較的余裕のあ
る全国へ分散させ、交通渋滞を例とすれば、渋滞を避けたうかい先で伝
言のやり取りをする仕組みであり、「１７１」をダイヤルし、音声の指
示に従う。

13 災害要援護者 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全
な場所に避難するなど災害時の一連の行動に支援を必要とする人々をい
う。高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等を想定している。

14 事業所防災計画 東京都震災対策条例に基づき、その事業活動に関して震災を最小限に
とどめるため、都及び区市町村の地域防災計画を基準として、事業者が
作成しなければならない計画

15 図上訓練 防災訓練のうち、実際に現場での各種訓練行動等を行わず、ロールプ
レイング方式により訓練者へ一定の条件を付与することにより、応急対
策業務の判断調整能力を高めるための訓練をいう。実働訓練の対語でも
ある。

16 耐震診断 現在ある構造物の耐震性を判定すること。耐震点検ともいう。耐震診
断で、耐震性が十分でないと判定された構造物に対しては、緊急性、必
要性、重要性などを考慮して耐震補強を行うことが必要となる。

17 二次避難所（福祉避難所） 二次避難所とは、自宅や避難所での生活が困難で、介護などのサービ
スを必要とする人を一時的に受け入れ保護する施設をいう。区市町村
が、社会福祉協議会等をあらかじめ指定する。

18 避難勧告 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又
は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要が
あると認めるとき、災害対策基本法に基づき、区市町村長が必要と認め
る地域の居住者や滞在者等に対し、避難のための立退きを勧告するこ
と。災害の発生より区市町村が事務を行うことができなくなった場合に
は、当該都道府県知事が区市町村長に代わって実施する。

19 避難所 避難所とは、地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又
は現に被害を受ける恐れのある者を一時的に受け入れ、保護するために
開設する区市町村が学校、公民館等の建物をいう。

20 避難道路 避難場所へ通じる道路であって、避難圏域内の住民を当該避難場所に
迅速かつ安全に避難させるため、あらかじめ指定した道路をいう。

21 防災行政無線 国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段
の確保を目的とする、無線による通信網。災害時に有線回線が途絶した
場合でも、使用することができる。

22 防災市民組織（自主防災組織） 地域の初期消火活動や救護活動、避難場所への安全な移動など、地域
の防災計画を担う組織で、町会や自治会などを主体に結成されている。

23 木造住宅密集地域 木造住宅を中心とした老朽住宅等が密着し、かつ、公共施設等への未
整備により、良質な住宅の供給と住環境の改善が必要であると認められ
た地域をいう。
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危機管理用語集

№ 用　語　等 解　　　　　　　説

1 ＮＢＣＲ災害 核物質（Nuclear）・生物剤（Biological）・化学剤（Chemical）・
放射性物質（Radiological）の災害

2 トリアージ 災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急
度や重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定
することをいう。

3 ハザードマップ 自然現象に起因する災害の危険度を示す地図。ナチュラルハザード
マップともいう。

4 一時（いっとき）集合場所 避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見
る場所又は避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所で、集合
した人々の安全が確保されるスペースを有する学校のグランド、神社、
仏閣の境内等がある。

5 一時滞在施設 　災害時に、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、
帰宅が可能になるまで待機する場所がない者を一時的に受け入れる施設
をいう。一時滞在施設の管理者は、行政機関と連携して、受け入れた者
に休憩場所や食料・飲料水等の提供、災害関連情報その他必要な情報を
提供する。

6 液状化 ゆるく堆積した沖積層の砂質地盤に地震動が加わると、間隙水圧の上
昇により砂の粒子と粒子の噛み合わせがはずれ、一時的に液状になり支
持力を失う現象

7 帰宅困難者 地震発生時に通勤、通学、買い物等の外出者のうち、大地震が発生し
交通機関が停止した場合、翌朝までの徒歩帰宅が困難であると想定され
るものをいう。

8 警戒宣言 「地震防災対策強化地域」に関わる地震（いわゆる東海地震）の発生
のおそれを警戒する宣言。内閣総理大臣は地震発生のおそれのある旨の
「地震予知情報」を受け、必要な場合は「警戒宣言」を発する。これが
発せられると、関係機関はあらかじめ定められている計画に基づき直ち
に緊急防災対策を実施する。

9 （広域）避難場所 大地震時に発生する延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護
するために必要な面積を有する大規模公園、緑地等のオープンスペース
をいう。

10 災害拠点病院と後方医療施設 　災害拠点病院とは、通常の医療供給体制では医療の確保が困難になっ
た場合に、傷病者を受け入れるとともに、知事の要請に基づいて、医療
救護班を編成し、応急的な医療を実施する医療救護所との連携を基に重
症者の医療を行う病院をいう。
　後方医療施設とは、都の区域内及び近隣県等で災害が発生し、通常の
医療体制では被災者に対する医療の確保が困難となった場合に、傷病者
の受入れ及び医療救護班の派遣などを行う施設をいう。

11 災害時帰宅支援ステーション 　災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支
援するため、可能な範囲で水道水、トイレ、地図等による道路情報、ラ
ジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報などを提供する施設。
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12 災害用伝言ダイヤル 被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声に
より伝達するボイスメールのこと。安否情報等の伝言を比較的余裕のあ
る全国へ分散させ、交通渋滞を例とすれば、渋滞を避けたうかい先で伝
言のやり取りをする仕組みであり、「１７１」をダイヤルし、音声の指
示に従う。

13 災害要援護者 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全
な場所に避難するなど災害時の一連の行動に支援を必要とする人々をい
う。高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等を想定している。

14 事業所防災計画 東京都震災対策条例に基づき、その事業活動に関して震災を最小限に
とどめるため、都及び区市町村の地域防災計画を基準として、事業者が
作成しなければならない計画

15 図上訓練 防災訓練のうち、実際に現場での各種訓練行動等を行わず、ロールプ
レイング方式により訓練者へ一定の条件を付与することにより、応急対
策業務の判断調整能力を高めるための訓練をいう。実働訓練の対語でも
ある。

16 耐震診断 現在ある構造物の耐震性を判定すること。耐震点検ともいう。耐震診
断で、耐震性が十分でないと判定された構造物に対しては、緊急性、必
要性、重要性などを考慮して耐震補強を行うことが必要となる。

17 二次避難所（福祉避難所） 二次避難所とは、自宅や避難所での生活が困難で、介護などのサービ
スを必要とする人を一時的に受け入れ保護する施設をいう。区市町村
が、社会福祉協議会等をあらかじめ指定する。

18 避難勧告 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又
は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要が
あると認めるとき、災害対策基本法に基づき、区市町村長が必要と認め
る地域の居住者や滞在者等に対し、避難のための立退きを勧告するこ
と。災害の発生より区市町村が事務を行うことができなくなった場合に
は、当該都道府県知事が区市町村長に代わって実施する。

19 避難所 避難所とは、地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた者又
は現に被害を受ける恐れのある者を一時的に受け入れ、保護するために
開設する区市町村が学校、公民館等の建物をいう。

20 避難道路 避難場所へ通じる道路であって、避難圏域内の住民を当該避難場所に
迅速かつ安全に避難させるため、あらかじめ指定した道路をいう。

21 防災行政無線 国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段
の確保を目的とする、無線による通信網。災害時に有線回線が途絶した
場合でも、使用することができる。

22 防災市民組織（自主防災組織） 地域の初期消火活動や救護活動、避難場所への安全な移動など、地域
の防災計画を担う組織で、町会や自治会などを主体に結成されている。

23 木造住宅密集地域 木造住宅を中心とした老朽住宅等が密着し、かつ、公共施設等への未
整備により、良質な住宅の供給と住環境の改善が必要であると認められ
た地域をいう。
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№ 用　語　等 解　　　　　　　説

1 ＮＢＣＲ災害 核物質（Nuclear）・生物剤（Biological）・化学剤（Chemical）・
放射性物質（Radiological）の災害

2 トリアージ 災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急
度や重傷度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定
することをいう。

3 ハザードマップ 自然現象に起因する災害の危険度を示す地図。ナチュラルハザード
マップともいう。

4 一時（いっとき）集合場所 避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見
る場所又は避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所で、集合
した人々の安全が確保されるスペースを有する学校のグランド、神社、
仏閣の境内等がある。

5 一時滞在施設 　災害時に、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者のうち、
帰宅が可能になるまで待機する場所がない者を一時的に受け入れる施設
をいう。一時滞在施設の管理者は、行政機関と連携して、受け入れた者
に休憩場所や食料・飲料水等の提供、災害関連情報その他必要な情報を
提供する。

6 液状化 ゆるく堆積した沖積層の砂質地盤に地震動が加わると、間隙水圧の上
昇により砂の粒子と粒子の噛み合わせがはずれ、一時的に液状になり支
持力を失う現象

7 帰宅困難者 地震発生時に通勤、通学、買い物等の外出者のうち、大地震が発生し
交通機関が停止した場合、翌朝までの徒歩帰宅が困難であると想定され
るものをいう。

8 警戒宣言 「地震防災対策強化地域」に関わる地震（いわゆる東海地震）の発生
のおそれを警戒する宣言。内閣総理大臣は地震発生のおそれのある旨の
「地震予知情報」を受け、必要な場合は「警戒宣言」を発する。これが
発せられると、関係機関はあらかじめ定められている計画に基づき直ち
に緊急防災対策を実施する。

9 （広域）避難場所 大地震時に発生する延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護
するために必要な面積を有する大規模公園、緑地等のオープンスペース
をいう。

10 災害拠点病院と後方医療施設 　災害拠点病院とは、通常の医療供給体制では医療の確保が困難になっ
た場合に、傷病者を受け入れるとともに、知事の要請に基づいて、医療
救護班を編成し、応急的な医療を実施する医療救護所との連携を基に重
症者の医療を行う病院をいう。
　後方医療施設とは、都の区域内及び近隣県等で災害が発生し、通常の
医療体制では被災者に対する医療の確保が困難となった場合に、傷病者
の受入れ及び医療救護班の派遣などを行う施設をいう。

11 災害時帰宅支援ステーション 　災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支
援するため、可能な範囲で水道水、トイレ、地図等による道路情報、ラ
ジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報などを提供する施設。
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出展：警視庁「地震のときはこうしよう～あなたと家族の安心ノート～」
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２
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出展：東京都水道局「水道・暮らしのガイド」
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出展：東京都水道局「水道・暮らしのガイド」
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●●学校経営支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　様

　ＦＡＸ番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：

　　　　　　　　　学校 連絡担当者：

　ＦＡＸ番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：

　発信日時：　　平成　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分

　　連絡事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　（このページを含み　　　　枚）

　　特記事項

件　　名 職員参集状況の報告

様式　２

職員参集状況報告書

受信者

発信者

当校における職員参集状況を報告します。

参集人数　　　　　　　　　　名

平成　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　　　　時　　　　　分　現在

 東京都教育庁

資 料２－５－②

（　　受信　・　発信　　）　　日時

平成　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）　　　　時　　　　分

　相手先：

　担当者： 　担当者（記入者）：

　ＦＡＸ番号： 　ＦＡＸ番号：

　電話番号： 　電話番号：

↑どちらかに○

　連絡手段：　　　電話　　　ＦＡＸ　　　メール　　　口頭連絡　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　連絡事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（このページを含み　　　　　　枚）

　災害時連絡用紙（指示・要請・連絡）

件　　名

様式　1

整理番号（　　　　　）

発信

受信

 東京都教育庁

資 料２－５－①

資料２－５－①
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＜　点検項目　＞

１　庁舎の外観に異常があるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　電気供給に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　給排水設備（トイレ等）は利用可能か

　　□　可　　　　　　　　□　不　可　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　ガス設備に異常はあるか（事務所のみ）

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　電気機器に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　ラジオ・テレビに異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

７　電話・ファクシミリ・インターネット等通信機器に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

８　エレベーターは利用可能か

　　□　可　　　　　　　　□　不　可　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

９　備品等の転倒・破損はないか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

施設名

点検場所

様式　４

庁舎施設点検簿
記入者

点検日時

 東京都教育庁

資 料２－６－④

平成　　年　　月　　日

整理
番号

氏　　名 学年等
到　着
時　刻

校　舎
点検時刻

出張者
の帰庁
時　刻

備　　　考

1 ： ： ：

2 ： ： ：

3 ： ： ：

4 ： ： ：

5 ： ： ：

6 ： ： ：

7 ： ： ：

8 ： ： ：

9 ： ： ：

10 ： ： ：

11 ： ： ：

12 ： ： ：

13 ： ： ：

14 ： ： ：

15 ： ： ：

16 ： ： ：

17 ： ： ：

18 ： ： ：

19 ： ： ：

20 ： ： ：

21 ： ： ：

22 ： ： ：

23 ： ： ：

24 ： ： ：

25 ： ： ：

参集職員受付簿
都立　　●●●●学校

様式　３

３ ３

 東京都教育庁

資 料２－５－③

資料２－５－③
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＜　点検項目　＞

１　庁舎の外観に異常があるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　電気供給に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　給排水設備（トイレ等）は利用可能か

　　□　可　　　　　　　　□　不　可　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　ガス設備に異常はあるか（事務所のみ）

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　電気機器に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　ラジオ・テレビに異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

７　電話・ファクシミリ・インターネット等通信機器に異常はあるか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

８　エレベーターは利用可能か

　　□　可　　　　　　　　□　不　可　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

９　備品等の転倒・破損はないか

　　□　な　い　　　　　　□　あ　る　　　　　具体的内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）

施設名

点検場所

様式　４

庁舎施設点検簿
記入者

点検日時

 東京都教育庁

資 料２－６－④

平成　　年　　月　　日

整理
番号

氏　　名 学年等
到　着
時　刻

校　舎
点検時刻

出張者
の帰庁
時　刻

備　　　考

1 ： ： ：

2 ： ： ：

3 ： ： ：

4 ： ： ：

5 ： ： ：

6 ： ： ：

7 ： ： ：

8 ： ： ：

9 ： ： ：

10 ： ： ：

11 ： ： ：

12 ： ： ：

13 ： ： ：

14 ： ： ：

15 ： ： ：

16 ： ： ：

17 ： ： ：

18 ： ： ：

19 ： ： ：

20 ： ： ：

21 ： ： ：

22 ： ： ：

23 ： ： ：

24 ： ： ：

25 ： ： ：

参集職員受付簿
都立　　●●●●学校

様式　３

３ ３

 東京都教育庁

資 料２－５－③

資料２－５－④
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　平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分

１　参集方法（参集手段・参集経路）

２　自宅被災状況

３　参集途上の被災状況（火災、建物・道路・交通機関等の状況）

様式　５

住所

報告日時

所属

氏名

被災状況報告書

 東京都教育庁

資 料２－５－⑤

資料２－５－⑤

　　【　参集経路概略図　】

所　　属

住　　所

様式　６

平成　　　年　　　月　　　日

参　集　経　路　図

氏　　名

 東京都教育庁

資 料２－５－⑥



176 177

　平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分

１　参集方法（参集手段・参集経路）

２　自宅被災状況

３　参集途上の被災状況（火災、建物・道路・交通機関等の状況）

様式　５

住所

報告日時

所属

氏名

被災状況報告書

 東京都教育庁

資 料２－５－⑤

　　【　参集経路概略図　】

所　　属

住　　所

様式　６

平成　　　年　　　月　　　日

参　集　経　路　図

氏　　名

 東京都教育庁

資 料２－５－⑥

資料２－５－⑥

第
４
編
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無

 
 

 
ケ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

⑴
－

②
 

門
の

点
検

（
ブ

ロ
ッ

ク
構

造
）

 

 
 

 
ア
 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ
 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
オ
 
表

面
の

剥
離

の
有

無
 

有
無

 
 

 
ク
 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ケ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

⑴
－

③
 

門
の

点
検

（
鉄

骨
構

造
）

 

 
 

 
ア
 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ
 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
エ
 
表

面
の

剥
離

の
有

無
 

有
無

 
 

 
オ
 
鉄

部
の

腐
食

の
有

無
 

有
無

 
 

 

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
２
 

カ
 

鉄
部

の
定

期
的

な
塗

装
の

有
無

 
有

 
無

 

キ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

ケ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
－
①
 

囲
障

の
点

検
（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

）
 

ア
 

亀
裂

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

ぐ
ら

つ
き

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

周
辺

地
盤

の
沈

下
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
－
②
 

囲
障

の
点

検
（

ブ
ロ

ッ
ク

構
造

）
 

ア
 

亀
裂

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

ぐ
ら

つ
き

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

周
辺

地
盤

の
沈

下
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
－
③
 

囲
障

の
点

検
（

金
属

製
フ

ェ
ン

ス
構

造
）

 

ア
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

ぐ
ら

つ
き

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

緩
み

の
有

無
（

固
定

の
状

況
）

 
有

 
無

 

エ
 

周
辺

地
盤

の
沈

下
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

カ
 

鉄
部

の
定

期
的

な
塗

装
の

有
無

 
有

 
無

 

キ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

ク
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
－
④
 

囲
障

の
点

検
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

柱
防

球
網

構
造

）
 

ア
 

亀
裂

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

 

  
学
校
名

 
 

Ｎ
Ｏ
３
 

 
 

 
ウ

 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
オ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
カ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

⑶
 
擁

壁
の

点
検

 

 
 

 
ア

 
構

造
調

査
（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
ブ

ロ
ッ
ク
積

み
・
石

積
み
等

）
※
 

 
 

 
イ

 
学

校
敷

地
と

隣
接

地
の

レ
ベ

ル
で

は
ど

ち
ら
が
高

い
か
 

学
校

隣
地

 
 

 
ウ

 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
は

ら
み

の
海

 
有

無

 
 

 
カ

 
水

抜
き

パ
イ

プ
の

有
無

 
有

無

 
 

 
キ

 
水

抜
き

パ
イ

プ
の

つ
ま

り
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ケ

 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
コ

 
擁

壁
付

近
の

危
険

物
（

薬
品

庫
等

）
の

有
無
 

有
無

 
 

 
サ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
シ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

⑷
－
①

 
屋

外
電

気
設

備
（

電
柱

・
外

灯
・

照
明

柱
等

）
の
点

検
（

コ
ン
ク
リ

ー
ト
柱

・
木
柱
等
）
 

 
 

 
ア

 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ

 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
腐

食
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

⑷
－
②

 
屋

外
電

気
設

備
（

電
柱

・
外

灯
・

引
込

柱
等

）
の
点

検
（

木
柱
構
造

）
 

 
 

 
ア

 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ

 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
腐

食
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
４
 

⑷
－
③
 

屋
外

電
気

設
備

（
電

柱
・

外
灯

・
引

込
柱

等
）

の
点

検
（

パ
ン

ザ
マ

ス
ト

構
造

）
 

ア
 

亀
裂

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

ぐ
ら

つ
き

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

腐
食

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

２
 

地
盤

の
確
認

 

ア
 

地
質

調
査

の
デ

ー
タ

の
有

無
（

設
計

図
書

に
ボ

ー
リ

ン
グ

デ
ー

タ
は

あ
る

か
）

 
有

 
無

 

イ
 

過
去

に
、

学
校

周
辺

で
土

砂
流

出
の

事
実

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

過
去

の
工

事
等

で
ど

の
程

度
掘

っ
た

と
き

に
水

が
出

て
き

た
か

 
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
 

エ
 

植
栽

地
で

の
水

は
け

の
良

・
不

良
 

良
 

不
良

 

オ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

３
 

自
転

車
置
場

の
点

検
 

ア
 

構
造

調
査

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
・

鉄
骨

等
）

※
 

イ
 

ぐ
ら

つ
き

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

鉄
部

の
定

期
的

な
塗

装
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

Ⅱ
 

落
下

危
険
物

の
点

検
 

１
 

外
壁

の
点
検

 

ア
 

ひ
び

割
れ

・
浮

き
の

有
無

（
庇

を
含

む
）

 
有

 
無

 

イ
 

エ
キ

ス
パ

ン
シ

ョ
ン

・
ジ

ョ
イ

ン
ト

の
部

分
の

金
物

の
固

定
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

外
壁

に
露

出
配

管
類

や
空

調
機

器
類

が
有

る
場

合
に

、
そ

れ
を

支
持

す
る

部
分

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

庇
の

傾
き

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

２
 

ガ
ラ

ス
の
点

検
 

ア
 

ス
チ

ー
ル

サ
ッ

シ
の

有
無

（
有

る
場

合
は

図
面

に
明

示
す

る
。
）

 
有

 
無
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学
校
名

 
 

Ｎ
Ｏ
５
 

 
 

 
イ

 
ス

チ
ー

ル
サ

ッ
シ

の
異

常
の

有
無

（
開

閉
・
は
ず

れ
・
腐

食
等
）
 

有
無

 
 

 
ウ

 
建

物
で

，
２

階
以

上
の

階
の

は
め

殺
し

窓
（
開
閉

機
能
の

な
い
窓

）
の
有

無
（
有

る
場
合
は
何

処
に
）
 

有
無

 
３

 
屋
根

の
点

検
 

 
 

 
ア

 
笠

木
の

浮
き

・
剥

離
・

亀
裂

の
有

無
 

有
無

 
 

 
イ

 
鉄

板
葺

き
屋

根
の

め
く

れ
・

浮
き

・
腐

食
の
有
無
 

有
無

 
４

 
屋
上

や
庇

上
の

水
槽

類
・

機
器

類
の

点
検

 

 
 

⑴
 
水

槽
類

の
点

検
 

 
 

 
ア

 
架

台
固

定
の

状
況

で
、

据
え

付
け

ボ
ル

ト
の
緩
み

・
基
礎

の
亀
裂

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ

 
架

台
の

腐
食

・
傾

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩
み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

⑵
 
ア

ン
テ

ナ
・

避
雷

針
の

点
検

 

 
 

 
ア

 
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩

み
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ

 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩
み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
 

⑶
 
空

調
屋

外
機

等
の

点
検

 

 
 

 
ア

 
架

台
固

定
の

状
況

で
、

据
え

付
け

ボ
ル

ト
の
緩
み

・
基
礎

の
亀
裂

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ

 
架

台
の

腐
食

・
傾

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩
み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
５

 
室
内

設
備

の
点

検
 

 
 

 
ア

 
空

調
機

が
天

吊
り

の
場

合
、

緩
み

や
ぐ

ら
つ
き
の

有
無
 

有
無

 
 

 
イ

 
吊

り
下

げ
式

照
明

器
具

の
有

無
（

チ
ェ

ー
ン
式
、

パ
イ
プ

式
等
）
 

有
無

 
 

 
ウ

 
黒

板
・

掲
示

板
の

緩
み

や
ぐ

ら
つ

き
の

有
無
 

有
無

 
 

 
エ

 
放

送
設

備
（

ス
ピ

ー
カ

・
ビ

デ
オ

プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ

・
モ
ニ

タ
ー
テ

レ
ビ
）

の
緩
み

や
ぐ
ら
つ
き

の
有
無
 

有
無

 
 

 
オ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
６
 

Ⅲ
 

防
災

施
設
の

点
検

 

１
 

出
火

防
止

 

ア
 

消
防

設
備

の
定

期
点

検
等

に
よ

り
改

善
指

摘
の

あ
っ

た
事

項
で

、
未

改
善

部
分

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

ガ
ス

器
具

（
暖

房
機

器
・

調
理

器
具

・
厨

房
機

器
等

）
の

耐
震

緊
急

遮
断

機
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ボ
イ

ラ
ー

の
耐

震
安

全
装

置
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

石
油

ス
ト

ー
ブ

の
耐

震
安

全
装

置
設

置
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

２
 

危
険

物
点

検
 

⑴
 

薬
品

庫
等

 

ア
 

薬
品

の
保

管
方

法
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
（

薬
品

庫
・

薬
品

ロ
ッ

カ
ー

・
薬

品
棚

・
そ

の
他

）
※

 

イ
 

灯
油

・
ガ

ソ
リ

ン
類

に
つ

い
て

適
切

な
保

管
の

有
無

 
有

 
無

 

⑵
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
庫

 

ア
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
の

保
管

方
法

は
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

（
ボ

ン
ベ

庫
・

屋
外

・
そ

の
他

）
※

 

イ
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
の

転
倒

防
止

策
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ガ
ス

配
管

が
さ

れ
て

い
る

場
合

に
配

管
の

異
常

の
有

無
 

有
 

無
 

Ⅳ
 

物
品

の
転
倒

防
止

点
検

 

物
品
は
、

床
、
壁

等
に

し
っ

か
り

と
固

定
し

、
こ

れ
ら

の
上

に
重

い
も

の
を

置
か

な
い

。
 

ア
 

耐
火

書
庫

の
固

定
の

有
無

（
車

止
め

が
施

さ
れ

て
い

る
か

。
）

 
有

 
無

 

イ
 

収
納

戸
棚

、
重

ね
書

庫
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

黒
板

、
掲

示
板

、
掛

け
時

計
、

照
明

器
具

の
固

定
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

大
型

実
験

実
習

用
設

備
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

下
駄

箱
、

ロ
ッ

カ
ー

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

自
動

車
販

売
機

の
固

定
の

有
無

 
有

 
無

 

キ
 

厨
房

機
器

類
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

ク
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
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学
校
名

 
 

Ｎ
Ｏ
７
 

Ⅴ
 

各
室

の
点

検
（

出
入

口
周

辺
に

は
、

避
難

経
路

確
保

の
た

め
各
種

の
什
器

類
は
配

置
し
な
い
。
）
 

 
１
 

職
員

室
・

特
別

教
室

の
什

器
類

の
整

理
及

び
転

倒
防

止
 

 
２
 

理
科

室
の

地
震

対
策

点
検

 

 
 

理
科
室

に
つ

い
て

は
、
都

教
育

委
員

会
が

発
行

し
た
「

理
科
の

観
察
・
実
験

事
故
防

止
の

手
引
」
（

昭
和

6
0
年
３
月

）
を

活
用

す
る
な

ど
し

て
、

所
要

の
地

震
対

策
が

措
置

さ
れ

て
い

る
必
要

が
あ

る
。
 

 
 

 
ア
 
実

験
器

具
の

収
納

戸
棚

や
薬

品
戸

棚
等

の
転

倒
・

移
動
防

止
措
置

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ
 
薬

品
容

器
の

転
倒

・
落

下
防

止
措

置
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
所

要
の

火
災

防
止

措
置

の
有

無
 

有
無

 
 

 
エ
 
危

険
薬

品
の

適
切

な
保

管
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
３
 

図
書

室
の

書
架

等
の

点
検

 

 
 

 
ア
 
書

架
の

固
定

の
有

無
 

有
無

 
 

 
イ
 
書

架
と

書
架

が
、

頭
つ

な
ぎ

材
で

連
結

す
る

等
転

倒
防
止

措
置
の

有
無
 

有
無

 
 

 
ウ
 
可

動
式

書
架

に
ス

ト
ッ

パ
ー

が
あ

る
か

 
有

無

Ⅵ
 

工
事

図
面

等
の

整
理

・
保

管
 

Ⅶ
 

ガ
ス

・
水

道
の

元
栓

の
位

置
の

確
認

 

 
１
 

ガ
ス

・
水

道
の

元
栓

の
位

置
を

確
認

し
、

学
校

配
置

図
等

に
図
示

す
る
。
 

Ⅷ
 

避
難

経
路

等
の

確
保

確
認

等
 

 
１
 

盲
・

ろ
う

・
養

護
学

校
の

避
難

方
法

の
確

認
と

避
難

用
具

・
避
難

経
路
の

確
保
 

 
 

⑴
 

避
難

用
具

・
避

難
経

路
の

確
認

 

 
 

 
ア
 
避

難
用

具
の

配
置

場
所

確
認

 

 
 

 
イ
 
避

難
経

路
の

障
害

物
の

確
認

 

 
 

⑵
 

屋
外

避
難

用
す

べ
り

台
の

点
検

 

 
 

 
ア
 
構

造
調

査
（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
鉄

骨
等

）
※
 

 
 

 
イ
 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ
 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
カ
 
表

面
の

剥
離

の
有

無
 

有
無

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
８
 

キ
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

ク
 

鉄
部

の
定

期
的

な
塗

装
の

有
無

 
有

 
無

 

ケ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

コ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

２
 

避
難

経
路

の
確

保
（

高
等

学
校

、
盲

・
ろ

う
・

擁
護

学
校

と
も

。
以

下
同

じ
。
）

 

⑴
 

非
常

階
段

（
鉄

骨
造

）
の

点
検

 

ア
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

イ
 

地
盤

の
沈

下
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ボ
ル

ト
や

鉄
板

部
の

腐
食

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

鉄
部

の
定

期
的

塗
装

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

キ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
 

校
舎

棟
か

ら
の

非
常

出
入

口
の

点
検

 

ア
 

非
常

出
入

口
は

、
中

か
ら

は
常

に
外

に
出

ら
れ

る
か

。
 

有
 

無
 

イ
 

非
常

出
入

口
の

周
辺

に
障

害
物

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

防
火

シ
ャ

ッ
タ

ー
・

防
火

戸
の

周
辺

に
障

害
物

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

避
難

路
の

表
示

の
有

無
（

誘
導

灯
も

含
む

）
 

有
 

無
 

オ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑶
 

職
員

室
・

特
別

教
室

か
ら

の
出

入
口

（
準

備
室

へ
の

出
入

口
含

む
。
）

確
保

 

ア
 

出
入

口
２

か
所

は
使

用
可

能
か

 
可

 
否

 

イ
 

出
入

口
２

か
所

周
辺

に
物

が
置

か
れ

て
い

る
こ

と
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

出
入

口
２

か
所

が
塞

が
れ

る
恐

れ
の

あ
る

転
倒

物
品

等
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑷
 

避
難

場
所

へ
の

避
難

経
路

の
確

保
 

※
３

 

ア
 

校
庭

に
避

難
用

出
入

口
を

設
け

て
あ

る
場

合
に

、
使

用
可

能
か

（
生

徒
・

住
民

の
出

入
り

用
）

 
可

 
否

 

イ
 

避
難

経
路

上
の

障
害

物
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

避
難

経
路

上
の

段
差

・
突

起
物

の
有

無
や

側
溝

の
蓋

の
有

無
 

有
 

無
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学
校
名

 
 

Ｎ
Ｏ
５
 

 
 

 
イ

 
ス

チ
ー

ル
サ

ッ
シ

の
異

常
の

有
無

（
開

閉
・
は
ず

れ
・
腐

食
等
）
 

有
無

 
 

 
ウ
 
建

物
で

，
２

階
以

上
の

階
の

は
め

殺
し

窓
（

開
閉

機
能
の

な
い
窓

）
の
有

無
（
有

る
場
合
は
何

処
に
）
 

有
無

 
３
 

屋
根

の
点

検
 

 
 

 
ア
 
笠

木
の

浮
き

・
剥

離
・

亀
裂

の
有

無
 

有
無

 
 

 
イ
 
鉄

板
葺

き
屋

根
の

め
く

れ
・

浮
き

・
腐

食
の

有
無
 

有
無

 
４
 

屋
上

や
庇

上
の

水
槽

類
・

機
器

類
の

点
検

 

 
 

⑴
 

水
槽

類
の

点
検

 

 
 

 
ア
 
架

台
固

定
の

状
況

で
、

据
え

付
け

ボ
ル

ト
の

緩
み

・
基
礎

の
亀
裂

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ
 
架

台
の

腐
食

・
傾

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩

み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

⑵
 

ア
ン

テ
ナ

・
避

雷
針

の
点

検
 

 
 

 
ア
 
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩

み
の

有
無

 
有

無

 
 

 
イ
 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩

み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

⑶
 

空
調

屋
外

機
等

の
点

検
 

 
 

 
ア
 
架

台
固

定
の

状
況

で
、

据
え

付
け

ボ
ル

ト
の

緩
み

・
基
礎

の
亀
裂

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ
 
架

台
の

腐
食

・
傾

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ
 
配

管
支

持
の

腐
食

・
据

え
付

け
ボ

ル
ト

の
緩

み
等

の
有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
補

修
の

必
要

性
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
５
 

室
内

設
備

の
点

検
 

 
 

 
ア
 
空

調
機

が
天

吊
り

の
場

合
、

緩
み

や
ぐ

ら
つ

き
の

有
無
 

有
無

 
 

 
イ
 
吊

り
下

げ
式

照
明

器
具

の
有

無
（

チ
ェ

ー
ン

式
、

パ
イ
プ

式
等
）
 

有
無

 
 

 
ウ
 
黒

板
・

掲
示

板
の

緩
み

や
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ
 
放

送
設

備
（

ス
ピ

ー
カ

・
ビ

デ
オ

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

・
モ
ニ

タ
ー
テ

レ
ビ
）

の
緩
み

や
ぐ
ら
つ
き

の
有
無
 

有
無

 
 

 
オ
 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
６
 

Ⅲ
 

防
災

施
設
の

点
検

 

１
 

出
火

防
止
 

ア
 

消
防

設
備

の
定

期
点

検
等

に
よ

り
改

善
指

摘
の

あ
っ

た
事

項
で

、
未

改
善

部
分

の
有

無
 

有
 

無
 

イ
 

ガ
ス

器
具

（
暖

房
機

器
・

調
理

器
具

・
厨

房
機

器
等

）
の

耐
震

緊
急

遮
断

機
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ボ
イ

ラ
ー

の
耐

震
安

全
装

置
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

石
油

ス
ト

ー
ブ

の
耐

震
安

全
装

置
設

置
の

有
無

 
有

 
無

 

オ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

２
 

危
険

物
点

検
 

⑴
 

薬
品

庫
等

 

ア
 

薬
品

の
保

管
方

法
は

ど
う

な
っ

て
い

ま
す

か
（

薬
品

庫
・

薬
品

ロ
ッ

カ
ー

・
薬

品
棚

・
そ

の
他

）
※

 

イ
 

灯
油

・
ガ

ソ
リ

ン
類

に
つ

い
て

適
切

な
保

管
の

有
無

 
有

 
無

 

⑵
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
庫

 

ア
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
の

保
管

方
法

は
ど

う
な

っ
て

い
ま

す
か

（
ボ

ン
ベ

庫
・

屋
外

・
そ

の
他

）
※

 

イ
 

ガ
ス

ボ
ン

ベ
の

転
倒

防
止

策
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ガ
ス

配
管

が
さ

れ
て

い
る

場
合

に
配

管
の

異
常

の
有

無
 

有
 

無
 

Ⅳ
 

物
品

の
転
倒

防
止

点
検

 

物
品
は
、

床
、
壁

等
に

し
っ

か
り

と
固

定
し

、
こ

れ
ら

の
上

に
重

い
も

の
を

置
か

な
い

。
 

ア
 

耐
火

書
庫

の
固

定
の

有
無

（
車

止
め

が
施

さ
れ

て
い

る
か

。
）

 
有

 
無

 

イ
 

収
納

戸
棚

、
重

ね
書

庫
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

黒
板

、
掲

示
板

、
掛

け
時

計
、

照
明

器
具

の
固

定
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

大
型

実
験

実
習

用
設

備
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

下
駄

箱
、

ロ
ッ

カ
ー

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

自
動

車
販

売
機

の
固

定
の

有
無

 
有

 
無

 

キ
 

厨
房

機
器

類
の

固
定

の
有

無
 

有
 

無
 

ク
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

  

  
学
校
名

 
 

Ｎ
Ｏ
７
 

Ⅴ
 

各
室

の
点

検
（

出
入

口
周

辺
に

は
、

避
難

経
路

確
保

の
た

め
各
種

の
什
器

類
は
配

置
し
な
い
。
）
 

 
１

 
職
員

室
・

特
別

教
室

の
什

器
類

の
整

理
及

び
転

倒
防

止
 

 
２

 
理
科

室
の

地
震

対
策

点
検

 

 
 

理
科

室
に

つ
い

て
は

、
都

教
育

委
員

会
が

発
行

し
た
「

理
科
の

観
察
・
実
験

事
故
防

止
の

手
引
」
（

昭
和

6
0
年
３
月

）
を

活
用

す
る
な

ど
し

て
、

所
要

の
地

震
対

策
が

措
置

さ
れ

て
い

る
必
要

が
あ

る
。
 

 
 

 
ア

 
実

験
器

具
の

収
納

戸
棚

や
薬

品
戸

棚
等

の
転
倒
・

移
動
防

止
措
置

の
有
無
 

有
無

 
 

 
イ

 
薬

品
容

器
の

転
倒

・
落

下
防

止
措

置
の

有
無
 

有
無

 
 

 
ウ

 
所

要
の

火
災

防
止

措
置

の
有

無
 

有
無

 
 

 
エ

 
危

険
薬

品
の

適
切

な
保

管
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
そ

の
他

（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
３

 
図
書

室
の

書
架

等
の

点
検

 

 
 

 
ア

 
書

架
の

固
定

の
有

無
 

有
無

 
 

 
イ

 
書

架
と

書
架

が
、

頭
つ

な
ぎ

材
で

連
結

す
る
等
転

倒
防
止

措
置
の

有
無
 

有
無

 
 

 
ウ

 
可

動
式

書
架

に
ス

ト
ッ

パ
ー

が
あ

る
か

 
有

無

Ⅵ
 

工
事

図
面

等
の

整
理

・
保

管
 

Ⅶ
 

ガ
ス

・
水

道
の

元
栓

の
位

置
の

確
認

 

 
１

 
ガ
ス

・
水

道
の

元
栓

の
位

置
を

確
認

し
、

学
校

配
置

図
等

に
図
示

す
る
。
 

Ⅷ
 

避
難

経
路

等
の

確
保

確
認

等
 

 
１

 
盲
・

ろ
う

・
養

護
学

校
の

避
難

方
法

の
確

認
と

避
難

用
具

・
避
難

経
路
の

確
保
 

 
 

⑴
 
避

難
用

具
・

避
難

経
路

の
確

認
 

 
 

 
ア

 
避

難
用

具
の

配
置

場
所

確
認

 

 
 

 
イ

 
避

難
経

路
の

障
害

物
の

確
認

 

 
 

⑵
 
屋

外
避

難
用

す
べ

り
台

の
点

検
 

 
 

 
ア

 
構

造
調

査
（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
鉄

骨
等
）
※
 

 
 

 
イ

 
亀

裂
の

有
無

 
有

無

 
 

 
ウ

 
傾

き
具

合
の

有
無

 
有

無

 
 

 
エ

 
ぐ

ら
つ

き
の

有
無

 
有

無

 
 

 
オ

 
周

辺
地

盤
の

沈
下

の
有

無
 

有
無

 
 

 
カ

 
表

面
の

剥
離

の
有

無
 

有
無

  
学

校
名

 
 
Ｎ

Ｏ
８
 

キ
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

ク
 

鉄
部

の
定

期
的

な
塗

装
の

有
無

 
有

 
無

 

ケ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

コ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

２
 

避
難

経
路
の

確
保

（
高

等
学

校
、

盲
・

ろ
う

・
擁

護
学

校
と

も
。

以
下

同
じ

。
）

 

⑴
 

非
常

階
段

（
鉄

骨
造

）
の

点
検

 

ア
 

鉄
部

の
腐

食
の

有
無

 
有

 
無

 

イ
 

地
盤

の
沈

下
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

ボ
ル

ト
や

鉄
板

部
の

腐
食

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

傾
き

具
合

の
有

無
 

有
 

無
 

オ
 

鉄
部

の
定

期
的

塗
装

の
有

無
 

有
 

無
 

カ
 

補
修

の
必

要
性

の
有

無
 

有
 

無
 

キ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑵
 

校
舎

棟
か

ら
の

非
常

出
入

口
の

点
検

 

ア
 

非
常

出
入

口
は

、
中

か
ら

は
常

に
外

に
出

ら
れ

る
か

。
 

有
 

無
 

イ
 

非
常

出
入

口
の

周
辺

に
障

害
物

の
有

無
 

有
 

無
 

ウ
 

防
火

シ
ャ

ッ
タ

ー
・

防
火

戸
の

周
辺

に
障

害
物

の
有

無
 

有
 

無
 

エ
 

避
難

路
の

表
示

の
有

無
（

誘
導

灯
も

含
む

）
 

有
 

無
 

オ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑶
 

職
員

室
・

特
別

教
室

か
ら

の
出

入
口

（
準

備
室

へ
の

出
入

口
含

む
。
）

確
保

 

ア
 

出
入

口
２

か
所

は
使

用
可

能
か

 
可

 
否

 

イ
 

出
入

口
２

か
所

周
辺

に
物

が
置

か
れ

て
い

る
こ

と
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

出
入

口
２

か
所

が
塞

が
れ

る
恐

れ
の

あ
る

転
倒

物
品

等
の

有
無

 
有

 
無

 

エ
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

⑷
 

避
難

場
所

へ
の

避
難

経
路

の
確

保
 

※
３

 

ア
 

校
庭

に
避

難
用

出
入

口
を

設
け

て
あ

る
場

合
に

、
使

用
可

能
か

（
生

徒
・

住
民

の
出

入
り

用
）

 
可

 
否

 

イ
 

避
難

経
路

上
の

障
害

物
の

有
無

 
有

 
無

 

ウ
 

避
難

経
路

上
の

段
差

・
突

起
物

の
有

無
や

側
溝

の
蓋

の
有

無
 

有
 

無
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学
校
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｎ
Ｏ
９
 

Ⅸ
 

火
災

の
初

期
化

 

 
 

 
ア

 
火

を
使

用
す

る
場

所
に

は
、

汲
み

水
や

消
火
器
の

用
意
の

有
無
 

有
無

 
 

 
イ

 
プ

ー
ル

の
消

防
用

水
利

指
定

の
有

無
 

有
無

Ⅹ
 

避
難

所
と

し
て

の
機

能
点

検
 

 
 

 
ア

 
放

送
設

備
の

調
整

・
点

検
（

携
帯

マ
イ

ク
も
含
む

）
 

 
 

 
イ

 
避

難
所

と
し

て
指

定
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、
収
容

可
能
人

員
は
何

人
と
さ

れ
て
い

る
か
の
確
認
 

 
 

 
ウ

 
受

水
槽

の
容

量
確

認
 

 
 

 
エ

 
車

両
の

進
入

は
可

能
か

 
可

否

 備
 

考
 

 
 

一
時

集
合

場
所

と
し

て
の

指
定

の
有

無
 

※
３

 
有

無

 
 

避
難
所

と
し

て
の

指
定

の
有

無
 

※
４

 
有

無

 ※
 

（
 

 
）

内
の

選
択

肢
を

丸
で

囲
む

。
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９
 

Ⅸ
 

火
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の
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や

消
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プ
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ル

の
消

防
用

水
利

指
定

の
有

無
 

有
無

Ⅹ
 

避
難

所
と

し
て

の
機

能
点

検
 

 
 

 
ア
 
放

送
設

備
の

調
整

・
点

検
（

携
帯

マ
イ

ク
も

含
む

）
 

 
 

 
イ
 
避

難
所

と
し

て
指

定
さ

れ
て

い
る

場
合

に
、

収
容

可
能
人

員
は
何

人
と
さ

れ
て
い

る
か
の
確
認
 

 
 

 
ウ
 
受

水
槽

の
容

量
確

認
 

 
 

 
エ
 
車

両
の

進
入

は
可

能
か

 
可

否

 備
 

考
 

 
 

一
時
集

合
場

所
と

し
て

の
指

定
の

有
無

 
※

３
 

有
無

 
 

避
難

所
と

し
て

の
指

定
の

有
無

 
※

４
 

有
無

 ※
 

（
 

 
）

内
の

選
択

肢
を

丸
で

囲
む

。
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児童・生徒の心のケア 

 児童・生徒は災害により様々な強いストレスが加わると、種々の心の問題を呈する。例えばＰＴＳＤ等の症状

が現れてくることが懸念される。ただ、その内容と特徴は、子供の年齢によって異なる。また、災害の被害状況

によっても異なる。 
 そのため、学校は、児童・生徒の実態を踏まえ、学校の設置者、保護者、学校医、スクールカウンセラー、医

療機関等と協議、連携して、児童・生徒の心の健康保持あるいは回復を図るための対策等に係わる計画を定めて

おく必要がある。 

参 考 

 計画作成に当たっての参考資料 
「防災教育のための参考資料「生きる力」をはぐくむ防災教育の展開（平成１０年 文部省）」、「非常災害時にお

ける子どもの心のケアのために（平成１０年 文部省）」、「同改訂版（平成１８年 文部科学省）」等ある。 

 

 

参 考 

 ＰＴＳＤとは・・・ 

 心的外傷後ストレス障害（Ｐost Traumatic Stress Disorder）のことで、抑うつ状態、強度の不安や興奮、

喪失状態など大規模災害等、通常経験することのない耐え難い出来事に直面した後に見られる精神症状をいう。 

 
 ＰＴＳＤの特徴 

・ 災害の夢や怖い夢をみる。 

・ 災害のことを思い出すような動作や遊びを繰り返す。 

・ 突然、災害のことを思い出したり、頭に浮かんできたりして怖さを感じる。 

・ 災害を思い出すようなことがあると緊張したり、ドキドキしたりする。 

・ 災害のことを思い出したくない。 

・ かんしゃくを起こしやすい。 

ＰＴＳＤへの対処法 

・ ＰＴＳＤについての教職員の研修を促進するとともに、児童・生徒に対してＰＴＳＤについての正しい知識を

持たせる。 

・ 家庭訪問等により児童・生徒と接する機会を増やす。 

・ 養護教諭を中心に健康相談を実施する。 

・ 児童・生徒に話を聞く際は、共感的態度で辛抱強く聴くようにする。 

・ いたずらに児童・生徒に絵や作文を書かせることは慎む。 

・ 遊びと運動を増やし、家族、学校、地域社会での人間関係を良好にする。 

・ 子どもに何か気になる行動や情緒的反応が認められても、子どもが心配していなければその問題を積極的に取

り上げない。 

・ 専門的な精神的ケアを必要とする場合は、専門家に相談する。 

 

 

 

参考文献 

「学校の地震防災対策マニュアル（改訂版）」（平成２１年１月静岡県教育委員会） 

「非常災害時における子どもの心のケアのために」（平成１０年３月文部科学省） 
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児童・生徒の心のケア ２ 

時系列による影響の特徴とその対応 

 
急性反応期（被災のショックから２～３日）              ・水や食物の確保 

・ 強い身体的あるいは精神的ストレスに反応して発言   対 応     ・外傷など身体的問題の手当 
→抑うつ、不安、激怒、絶望、過活動、引きこもり           ・住居の修復をする。 

 

 
 
 
 
 
身体症状期（被災のショックから一週間程度）              ・身体的諸検査を行い、必要な 
・ 強いストレスにより短期間に身体に種々の変化     対 応       処置をとる。 
→頭痛、腹痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、高血圧             ・既往症をチェック 

 

 
 
 
 
 
 
精神症状期（被災のショックから１ヶ月程度）              ・訴えることをよく聞く 

・ 注意集中が困難、イライラ、ささいなことで怒る、    対 応      ・言葉かけを多くする。 

 多弁、多動、何をするにもおっくう                    ・必ず元に戻ると言い聞かせて 

→そう的、うつ的な症状                         安心させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  被災１か月以後と心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）          ・子ども自らが心配して訴える 

・災害後１か月以上経過して次のような症状が見られたとき             時は、十分に話を聞く。 

→災害の夢や怖い夢を見る。                        ・必ず元の状態に戻ることを子 

 災害のことを思い出すような動作や遊びを繰り返す。             どもに伝えて安心させる。 

 突然、災害のことを思い出したり、頭にうかんできたりする。  対 応   ・子どもが心配していなければ 

 災害を思い出すようなことがあるとドキドキする。              気になる行動や情緒的反応が 

 災害のことを思い出したくない。                      認められても取り上げない。 

 寝つきにくい。                             ・遊びと運動を増やし、学校、 

 かしゃくを起こしやすい。                         地域社会での人間関係を良好 

集中しにくい。                              にする。 

警戒心が強くなる。                            
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１
肩
を
た
た
き
な
が
ら

声
を
か

け
る

わ
か

り
ま
す
か

？

２
返
事
が

な
か
っ
た
ら

あ
な
た
は

１
１
９
番

通
報

を
あ
な
た
は
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
持
っ
て
き
て

３
呼

吸
を
し
て
い
る
か

胸
は
動
く
？

呼
吸
音
は
聞
こ
え
る
？

吐
く
息
は
感
じ
ら
れ
る
？

４
呼
吸
が

な
か
っ
た
ら

す
ぐ
人
工
呼
吸

静
か
に
２
回
、
胸
が
軽
く

膨
ら
む
く
ら
い
に

５
反
応
が

な
け
れ
ば

心
肺
蘇
生

息
・
咳

・体
の

動
き
が

な
け
れ

ば
、

心
臓

マ
ッ
サ

ー
ジ
１
５
回

と
人

工
呼

吸
２
回

の
繰

り
返

し

６
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
到
着
し
た
ら

ま
ず
電
源

ス
イ
ッ
チ
オ
ン
！

７
電
極
パ

ッ
ド
を
胸
に

貼
る 貼
る
位

置
は

こ
こ

パ
ッ
ド
は

皮
膚

に
し
っ
か

り
と
貼

る
。

汗
な
ど
で
濡
れ
て
い
た
ら
タ
オ
ル

等
で
拭

く
こ
と
。

８
電
気
シ
ョ
ッ
ク
が

必
要
か

Ａ
Ｅ
Ｄ
が

判
断
す
る

判
断

中
は

絶
対

に
傷

病
者

に
触

れ
な
い
こ
と

９
シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン
を

押
す

シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン
は

、
誰

も
傷

病
者

に
触

れ
て
い
な

い
こ
と
を
確

認
し
て
か

ら
押

す
こ
と

シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン

電
気

シ
ョ
ッ
ク
実

施
後

、
自

動
的

に
心

電
図

が
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ

ま
す
。

そ
の

後
「
電

気
シ
ョ
ッ
ク
は

必
要

あ
り
ま
せ

ん
」
と
の

音
声

メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
れ

ば
、
「
息

を
す
る
か

」
「
咳

を
す
る
か

」
「
体

を
動

か
す
か

」
確

認
し
、
い
ず
れ

も
な
け
れ

ば
心

肺
蘇

生
法

を
再

開
し
ま
す
。

自
動
体
外
式
除
細
動
器

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
を
用

い
た
救

命
手

当

自
動

体
外

式
除

細
動

器
（
Ａ

Ｅ
Ｄ
）

に
つ

い
て

自
動
体
外
式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
と
は

？

心
臓
突

然
死

は
、

し
ば

し
ば

心
室

細
動

と
い
う

重
症
の

不
整
脈

に
よ
り

引
き
起

こ
さ

れ
ま

す
。

心
室

細
動

で
は

、
心

臓
の

筋
肉

が
無
秩

序
に
細

か
く
収

縮
す
る

た
め
、

心
臓

か
ら

の
血

液
の

拍
出

は
完

全
に

停
止

し
、

急
速
に

死
に
至

る
き
わ

め
て
危

険
な
状

態
で

す
。

そ
の

唯
一

の
治

療
法

が
除

細
動

と
い

う
電
気

シ
ョ
ッ

ク
で
あ

り
、
そ

の
電
気

シ
ョ

ッ
ク

を
行

う
た

め
の

機
械

が
、

自
動

体
外
式

除
細
動

器
（
Ａ

Ｅ
Ｄ
＝

Ａ
u
t
om

a
te

d
E
x
t
er
n
al
 
De
f
ib
r
il
l
at
o
rの

略
)で

す
。

一
般
人
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
に
つ
い
て

従
前
は

、
Ａ

Ｅ
Ｄ

の
使

用
は

医
師

又
は

医
師

の
指

示
を

受
け

た
看

護
師

・
救

急
救

命
士
が

専
門

的
知

識
に

基
づ

い
て

実
施

し
て

い
ま

し
た

が
、

い
ち

早
く

現
場

に
居

合
わ
せ

た
も

の
が

除
細

動
を

行
う

こ
と

が
有

効
で

あ
る

こ
と

や
、

Ａ
Ｅ

Ｄ
の

安
全

性
・
信

頼
性

に
つ

い
て

概
ね

評
価

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

、
厚

生
労

働
省
が

設
置

し
た

「
非

医
療

従
事

者
に

よ
る

自
動

体
外

式
除

細
動

器
（

Ａ
Ｅ

Ｄ
）
の
使

用
の

あ
り

方
検

討
会

」
報

告
書

に
お

い
て

結
論

を
得

て
、

平
成

１
６

年
７

月
か
ら

一
般

市
民

も
Ａ

Ｅ
Ｄ

を
使

用
で

き
る

も
の

と
な

り
ま

し
た

。

東
京
消
防
庁
資
料
提
供

負
傷
者

へ
の

応
急
手
当
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１
肩
を
た
た
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か

け
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わ
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り
ま
す
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２
返
事
が

な
か
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た
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あ
な
た
は

１
１
９
番

通
報

を
あ
な
た
は
Ａ
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Ｄ
を
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３
呼

吸
を
し
て
い
る
か

胸
は
動
く
？

呼
吸
音
は
聞
こ
え
る
？

吐
く
息
は
感
じ
ら
れ
る
？

４
呼
吸
が

な
か
っ
た
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す
ぐ
人
工
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吸

静
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に
２
回
、
胸
が
軽
く

膨
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む
く
ら
い
に

５
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け
れ
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心
肺
蘇
生

息
・
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・体
の

動
き
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な
け
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ば
、

心
臓
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５
回
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人
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２
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し

６
Ａ
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し
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！

７
電
極
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ッ
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膚
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。

汗
な
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濡
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ル

等
で
拭

く
こ
と
。

８
電
気
シ
ョ
ッ
ク
が

必
要
か

Ａ
Ｅ
Ｄ
が

判
断
す
る

判
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中
は

絶
対

に
傷

病
者

に
触

れ
な
い
こ
と

９
シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン
を

押
す

シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン
は

、
誰

も
傷

病
者

に
触

れ
て
い
な

い
こ
と
を
確

認
し
て
か

ら
押

す
こ
と

シ
ョ
ッ
ク
ボ
タ
ン

電
気

シ
ョ
ッ
ク
実

施
後

、
自

動
的

に
心

電
図

が
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ

ま
す
。

そ
の

後
「
電

気
シ
ョ
ッ
ク
は

必
要

あ
り
ま
せ

ん
」
と
の

音
声

メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
れ

ば
、
「
息

を
す
る
か

」
「
咳

を
す
る
か

」
「
体

を
動

か
す
か

」
確

認
し
、
い
ず
れ

も
な
け
れ

ば
心

肺
蘇

生
法

を
再

開
し
ま
す
。

自
動
体
外
式
除
細
動
器

（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
を
用

い
た
救

命
手

当
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資料２－９ 
 

災害時帰宅支援ステーション用物品の使用目的、使用方法 

 
１ 発電機 
 
  使用目的：災害により停電した場合に備え、ガソリンを動力として発電を 
      行うもの。投光器・水中ポンプを機動させる際に利用してくださ 
      い。 
 
  使用方法： 
 
（１）エンジンオイルの給油 
 
   メンテナンスカバーを外し、エンジンオイルを給油してください（取扱 
  説明書２２ページを確認すること。）。 

    
ドライバー等を使ってメンテナンスカバーを外す。 
 
（２）ガソリンの給油 
 
   メンテナンスカバーを閉め、燃料給油キャップを開けてガソリンを注入 
  してください（取扱説明書２０ページを確認すること。）。 
   ガソリンは１リットルで２～３時間程度持ちます。 
   また、ガソリンは自然劣化するので、長期間入れっ放しの状態でいると 
  エンジン等に悪影響を与えることになります。訓練を行う際は発電機に注 
  入したガソリンは必ず使い切るようにしてください。 

資料２－９

 
燃料給油キャップを開けてガソリンを入れてください。 
 
（３）エンジンをかける 
 
   燃料給油キャップのつまみを「ＯＮ」の位置に、エンジンスイッチを「運 
  転」の位置に、チョークレバーを「始動」の位置に合わせてください（取  

扱説明書２５ページを確認すること。）。 
   始動グリップを勢いよく引っ張ってください。エンジンがかかります。 
  始動後エンジンの回転が安定したら、チョークレバーを「運転」の位置に 
  戻してください（取扱説明書２５、２６ページを確認すること。）。 
    

   
 
（４）投光器等を接続 
 
   発電機の電源に、投光器、水中ポンプ等のコンセントを差し込んでくだ 
  さい。 
 
（５）訓練終了後の処理 
 
   ガソリンについては自然劣化するため、訓練の際は必ず使い切るように 
  してください。 
   また、キャブレター内のガソリンを抜き取る必要があるため、下記の作 

給油キャップ 

「ON」に 

エンジンスイッチ 

「運転」に 

チョークレバー 

エンジンをかける時のみ「始動」（右）に

それ以外の時は「運転」（左）に 
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  業を行ってください（取扱説明書４９、５０ページを確認すること。）。 
    ① メンテナンスカバーを開ける。 
    ② 発電機の下に容器又は布を敷く。 
    ③ エンジンスイッチを「運転」にし、キャブレターのドレンスクリ 
     ュをドライバーでゆるめて、キャブレター内のガソリンを外に出す。 
     （パイプの下からガソリンが出てきます。） 
    ④ エンジンスイッチを「停止」にする。 

   
キャブレター        容器又は布を敷く。    ドライバーでゆるめる。 
 
※発電機の使用にあたっては、取扱説明書を必ず確認するようにしてください。 
 
 
２ 投光器 
 
  使用目的：停電した際に照明として利用する。 
 
  使用方法：三脚を組み立てて投光器を固定し、電源を発電機に接続してく 
      ださい。 

   
 
 
３ 水中ポンプ、ホース 
 
  使用目的：災害により断水した際に、プールから水を吸い上げて、トイレ 

資料２－９

      用等の水として利用するためのもの 
 
  使用方法：水中ポンプにホースを取り付け、プールの中に入れた状態で、 
      電源を発電機に接続してください。水中ポンプがプールから水を 
      吸い上げ、吸い上げた水がホースの先から出てきます。 

なお、水中でなくても水中ポンプ自体は稼動しますので、訓練

の際に実際に水の吸い上げを行うかどうかは各校の実態に応じて

判断してください。 

   
 
 
 
４ 水槽 
 
  使用目的：水中ポンプで吸い上げた水を貯めておくためのもの。 
 
  使用方法：折り畳んだ状態の水槽を広げ、付属品の棒及びゴムチューブを 
      水槽の所定の場所に差し込み、組み立ててください。 

  
水槽完成図 

ホースを取り付け

ます。 
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ＥＱガードＥＱガード 簡易操作説明書簡易操作説明書

１．機能

(２) 訓練機能：訓練用に発報テストが可能です。発報テストは次の３種類です。

・ センタク１の場合の音声：
「訓練です。ビービービー（ブザー回数の設定によって変わります）
地震が来ます。震度５強 ３０秒後 ビービービー １０・９・８・・・０」

・ センタク２の場合の音声：
「訓練です。ビービービー（ブザー回数の設定によって変わります）
地震が来ます。震度６強 １８秒後 ビービービー １０・９・８・・・０」

・ センタク３の場合の音声：
「訓練です。ビービービー（ブザー回数の設定によって変わります）
地震が来ます。震度７ １０秒後 １０・９・８・・・・０」

(３) 定時報機能：
端末から定時(AM8:00)にチャイムにより発報し、端末からスピーカーまでの導通状況の確認を行います。

サーバーから端末までは、１回／分の導通状況確認を行っており、これらにより全行程での通常状態の確
認が可能となります。

２．システムの概要

地震観測地点
気象庁２００ヶ所、防災
科学研究所８００ヶ所

気象庁／
(財)気象業
務支援セン
ター

(株）サンシャイン
データセンター

校 内

職員室等 教室等
一斉放送

専用回線 インターネット
回線

無電圧
接点出力

音声
出力

震源地緯度経度、
マグニチュード、
予測深度(深さ)

震源地緯度経度、
マグニチュード、
予測深度(深さ)

設置場所の緯度経度、
地盤震幅率を保有

震度・到達時間を
計算し信号・音声を送出

（１） 避難機能：
実際に発生した地震の初期微動（揺れが弱く、カタカタと揺れる地震波）から

主要動（実際に人や建物に被害を起こす強い揺れの地震波）の到達時間及び
規模等を予測し、各学校に主要動到達前に警報音と音声文言で周知します。
各学校では大きな揺れが来る前に安全な姿勢をとったり避難したりする事が可
能です。

緊急地震速報装置緊急地震速報装置 の取扱いマニュアルの取扱いマニュアル 資料２－１０

資料２－10

３．表示内容

（１）アナウンス（音声）

①構成：警報音＋音声文言

②警報音の種類：
Ａ：ＮＨＫ・・・「ポロン・ポロン」というチャイム音
Ｂ：ＲＥＩＣ・・・「ファン・ファン」というサイレン音
Ｃ：ｻﾝｼｬｲﾝ・・・「ビー・ビー」というブザー音

③音声文言
a ショウサイ：震度・到達時間のいずれも詳細
b アイマイ１：震度が曖昧で、到達時間が詳細
c アイマイ２：震度・到達時間のいずれも曖昧
d アイマイ３：震度が詳細で、到達時間が曖昧

具体的な表示内容

もう間もなく来ますもう間もなく来ます３０秒以上３０秒以上

まもなく来ますまもなく来ます３０秒未満３０秒未満

すぐに来ますすぐに来ます１０秒未満１０秒未満

到達
時間

震度６弱・６強・７非常に大きな揺れです非常に大きな揺れです震度６弱・６強・７

震度４・５弱・５強大きな揺れです大きな揺れです震度４・５弱・５強

震度１・２・３小さな揺れです小さな揺れです震度１・２・３

震度

アイマイ３アイマイ２アイマイ１ショウサイ
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震度４・５弱・５強大きな揺れです大きな揺れです震度４・５弱・５強

震度１・２・３小さな揺れです小さな揺れです震度１・２・３

震度

アイマイ３アイマイ２アイマイ１ショウサイ
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（１）接点出力震度とアナウンス震度

①左右のボタンを押して下記の画面を表示させます

AOFF    BOFF    CＯＦＦ
＿４ ７ ７

緊急地震速報を受信した時、ＥＱガードは、それ自体発報（アナウンス）しますが、
ＥＱガードのＡ接点出力と放送設備の接点入力を繋ぐ事により、
通常、電源ＯＦＦになっている放送設備の電源をＯＮにして、ＥＱガードからの音声を
放送設備のスピーカーから出力させます。
放送設備の電源をＯＮにする震度が「接点出力震度」、ＥＱガードが発報する震度がアナウンス震度です。
この「接点出力震度」と「アナウンス震度」は必ず同じ値にして下さい。
片方の値を変更した場合は忘れずに、もう一方の値も変更して下さい。
出荷時設定は「接点出力震度」 「アナウンス震度」共に４（震度）です。

４．設定方法

②決定ボタンを押し＿を点滅させます。

接点出力震度：
放送設備の電源をＯＮにして音声を放送設備のスピーカーから出せる震度は
Ａで設定します。下記の状態では震度４以上の時だけに出力が出て放送設備をＯＮにします。

他にＢ、Ｃの接点があります。

③＿をＡ、Ｂ、Ｃのいずれかに合わせて決定ボタンを押します。

④右ボタンを押して＿を１行目の何も表示されていないところに移動させ決定ボタンを押します。（終了）
値の変更はＡ接点のみにしてください。Ｂ、Ｃは出荷時のままです。

AOFF    BOFF    CＯＦＦ
４ ７ ７

AOFF    BOFF    CＯＦＦ
４ ７ ７ ＿
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（３）音声文言の選択

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

ヒョウゲンモード
アイマイ２ (又はｼｮｳｻｲ､ｱｲﾏｲ1､ｱｲﾏｲ3)

変更、決定の要領は（１）と同様です。

（４）発報テスト

１．テストパターンの選択

①基本画面のとき、左ボタンを２回押し、下記の画面にします。

ジシン テスト センタク１
テストジ セッテン ＯＮ

②変更・決定の要領はＰ３の（１）と同様です。

変更、決定の要領は（１）と同様です。ブザー回数は１回～５回です。
放送設備の立ち上げ遅れによるアナウンス内容の頭切れ防止の為に２回に調整してあります。

ブザーカイスウ
２ カイ

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

２．警報回数

変更、決定の要領は（１）と同様です。
警報音の種類は「ＮＨＫ」「ＲＥＩＣ」「サンシャイン」の３種類です。

ケイホウオン
サンシャイン (又はNHK、REIC)

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

１．警報音の種類

（２）警報音の選択

変更・決定の要領は上記の接点出力震度の項と同様です。

アナウンス シンド ４
ジシン テスト ＯＦＦ

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます

アナウンス震度：実際の地震の時に端末が発報（アナウンス）を開始する震度
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出荷時設定は「接点出力震度」 「アナウンス震度」共に４（震度）です。

４．設定方法

②決定ボタンを押し＿を点滅させます。

接点出力震度：
放送設備の電源をＯＮにして音声を放送設備のスピーカーから出せる震度は
Ａで設定します。下記の状態では震度４以上の時だけに出力が出て放送設備をＯＮにします。

他にＢ、Ｃの接点があります。

③＿をＡ、Ｂ、Ｃのいずれかに合わせて決定ボタンを押します。

④右ボタンを押して＿を１行目の何も表示されていないところに移動させ決定ボタンを押します。（終了）
値の変更はＡ接点のみにしてください。Ｂ、Ｃは出荷時のままです。

AOFF    BOFF    CＯＦＦ
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AOFF    BOFF    CＯＦＦ
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（３）音声文言の選択

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

ヒョウゲンモード
アイマイ２ (又はｼｮｳｻｲ､ｱｲﾏｲ1､ｱｲﾏｲ3)

変更、決定の要領は（１）と同様です。

（４）発報テスト

１．テストパターンの選択

①基本画面のとき、左ボタンを２回押し、下記の画面にします。

ジシン テスト センタク１
テストジ セッテン ＯＮ

②変更・決定の要領はＰ３の（１）と同様です。

変更、決定の要領は（１）と同様です。ブザー回数は１回～５回です。
放送設備の立ち上げ遅れによるアナウンス内容の頭切れ防止の為に２回に調整してあります。

ブザーカイスウ
２ カイ

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

２．警報回数

変更、決定の要領は（１）と同様です。
警報音の種類は「ＮＨＫ」「ＲＥＩＣ」「サンシャイン」の３種類です。

ケイホウオン
サンシャイン (又はNHK、REIC)

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

１．警報音の種類

（２）警報音の選択

変更・決定の要領は上記の接点出力震度の項と同様です。
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ジシン テスト ＯＦＦ

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます

アナウンス震度：実際の地震の時に端末が発報（アナウンス）を開始する震度
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２．発報テストの実施

⑤④の画面の状態で左ボタンを１回押し、下記の画面にします。

アナウンス シンド ４
ジシン テスト ＯＦＦ

⑥決定ボタンを押し、＿ を点滅させます。

アナウンス シンド ４
ジシン テスト ＯＦＦ

⑦＿ を「ジシンテスト ＯＦＦ」の「ＯＦＦ」のところにあわせ、決定ボタンを押し、
左右ボタンを押してＯＮ/ＯＦＦを切り替えます

⑧ＯＮになったら決定ボタンを押し、＿ を２行目の何も表示されていないところに移動させ、
決定ボタンを押します。

アナウンス シンド ４
ジシン テスト ＯＮ＿

⑨下記のような画面が表示され、予測震度と猶予時間を表示します。この後テストが開始となります。

テスト ジョウホウ
シンド５キョウ ３０sec

⑩地震テストを行った後接点出力確認ランプが点滅し続けますが、防災復旧スイッチを押すと復帰できます。

防災復旧スイッチ

防災復旧ボタンは本体電源横の穴の奥にありますので、

先の細いペンなどで押して復帰して下さい。

（５）定時報

左右のボタンを押して下記の画面を表示させます。

テイジホウ
ＯＦＦ (又はＯＮ)

変更、決定の要領はＰ３の（１）と同様です。
必要ない場合は「ＯＦＦ」にできます。

資料２－10

５．トラブルシューティング

ＥＱガードは、弊社データセンターから毎分、信号を送信しており、通信異常の場合は

「ネットワークイジョウ」と画面表示し、接点出力確認ランプのＣランプ（赤）が点滅します。

その場合は以下のことを確認してください。

１．まず、VPN BOXのLEDをご確認ください。

（EQガードとLAN接続されております。右図参照）

①VPN BOX前面のPOWERランプは緑点灯していますか？

- 緑ランプが点灯していない場合

・ACアダプタ（電源プラグ）がコンセントから外れていな
いか確認してください。

・VPN BOX側面の電源スイッチが入っていることをご確
認ください。

②VPN BOX前面のStatusランプは消灯していますか？

- 赤ランプが点灯している場合

・ VPN BOX側面の電源スイッチを入れなおしてください。

電源投入後、30秒程度で赤ランプが消灯します。

ランプ消灯しない場合、接続されているLANケーブル
抜いた状態で再度電源投入を実施してください。

電源投入後、VPN BOXは以下のように状態遷移します。
1) LEDが全点灯します。
2) POWERのLEDのみが点灯し、その他は消灯します。
3) VPNのLEDが高速点滅します。（起動中）
4) VPNのLEDがゆっくり点滅します。（接続中）
5) VPNのLEDが点灯します。（接続完了）

③VPN BOX前面のVPNランプは橙点灯していますか？

- 点滅している場合

・弊社VPNサーバと接続できておりません。構内ネット
ワークが正常かご確認ください。

２．VPN BOXのPOWERランプ緑点灯、VPNランプ橙点灯、
Statusランプ消灯を確認後、 「ネットワークイジョウ」 が
消えない場合、EQガードの電源を入れなおしてください。

以上を確認後も「ネットワークイジョウ」が表示される場合は
下記にご連絡ください。

ＬＥＤ接点出力
確認ランプ

ＬＣＤ画面

取消ランプ

電源ランプ

内蔵スピーカ

設定・選択
・決定ボタン

非常通報
ボタン

問い合わせ先：株式会社チャレンジ
ＴＥＬ：０３－５８０９－２３０４
ＦＡＸ：０３－５８０９－２３０５

LED概観
○ POWER
○ VPN
○ Status
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２．発報テストの実施
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⑨下記のような画面が表示され、予測震度と猶予時間を表示します。この後テストが開始となります。

テスト ジョウホウ
シンド５キョウ ３０sec

⑩地震テストを行った後接点出力確認ランプが点滅し続けますが、防災復旧スイッチを押すと復帰できます。

防災復旧スイッチ

防災復旧ボタンは本体電源横の穴の奥にありますので、

先の細いペンなどで押して復帰して下さい。
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電源投入後、30秒程度で赤ランプが消灯します。
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不審者：爆発等予告の電話 

不審物等への対応マニュアル 

 １ 電話による犯行予告の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ☆爆破等予定時刻が迫っていたり、不明な場合は直ちに全ての人が避難する。 
   爆破等予定時刻に余裕がある場合は、警察や所管課と協議し、適切に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

職  員 

○下記｢犯行予告等への対応表｣により落ち着いて対応し、情報を把握する。 
○相手に気付かれないように同勤者と連絡を取り(あらかじめサイン等を決めて

おく。)、できる限り録音機器等を活用し、証拠資料の確保に努める。 
○電話のスピーカー機能を活用して同勤者にも聞こえるようにし、協力を求める。

その際には、感づかれないように周囲で話をしないようにする。 
○予告電話をいたずら電話と感じた場合でも主管課長へ報告する。 

【犯行予告等への対応表】 

聴取内容 聴取時における注意事項 
いつ 犯行日時 爆破等予定日時等の確認 
どこで・どこに 犯行場所 設置場所等の特定 
だれが 犯人の特徴 言動、なまり、声質、興奮の有無 
何を･どのように 爆弾等の特徴 種類、形状、包装の有無 
どうなっているか・ 

どうなるか 
爆発等の規模 被害予測、被害状況 

相手の要求等 目的･動機･原因 金銭、嫌がらせ、愉快犯、怨恨 
その他 送話口からの騒音等 環境確認(電車の走行音、放送等) 

警察 
所属の課長 

(不在の場合は次順位の者) 

(事故発生報告等事務処理要綱による) 

不審物を検索する場合は･･･ 
○爆破等の予定時刻まで余裕がある場合など、警察からの指示を受けた上で不審物

を検索する際には、本庁舎にあっては総務課長、事業所にあっては庶務担当課長

等、学校にあっては校長(不在の場合は次順位の者)の指揮の下で行う。 
○指揮者は、可能な限り検索要員を編成し、概要説明後、担当区域･不審物発見時

の対応を指示して検索を実施する。 
○検索要員は、担当区域について執務室、トイレ、倉庫、機械室、植込み等くまな

く責任をもって検索を行い、不審物発見に努める。 

受信 

報告 

報告(直ちに電話等で第一報を入れる) 

直ちに通報 

資料２－１１
資料２－11

 ２ 不審物(爆発物、核、細菌類、化学剤の疑いがある物等)を発見した場合 

 
 
 
  
 
 
 
 

職員：不審物発見 

(事故発生報告等事務処理要綱による) 

○不審物には一切触れない。 
○警察等に連絡し、全ての人が安全な位置まで離れて待機する。 
○中身が飛散する恐れがある場合には、危険の及ばない範囲でビニールで覆いを

する等の対応を施す。 
○細菌類等の疑いのある物を発見した場合は、部屋を離れ、ドアを閉め、その区

域に人が立ち入れないようにし、その場所又は部屋にいた人全てのリストを作

成する。 
○汚染された恐れのある人は速やかにシャワーと石鹸で洗い流し、うがいを行う。

脱いだ衣服はビニール袋等で密閉する。 
○汚染の恐れのある場合は、付近の空調、扇風機等を停止する。 
 

【不審物等に対する着眼のポイント】 
・ 導火線、乾電池、時計の設置 
・ 火薬等の薬品臭 
・ 金属や粉のような物が入っている 
・ 秒を刻むような音がしている 
・ 包装に粉等が付着している 
・ 不自然な形状や重さ           など 

報告 
直ちに通報 

所属の課長 
(不在の場合は次順位の者) 

報告(直ちに電話等で第一報を入れる) 

警察 
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不審者：爆発等予告の電話 

不審物等への対応マニュアル 

 １ 電話による犯行予告の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ☆爆破等予定時刻が迫っていたり、不明な場合は直ちに全ての人が避難する。 
   爆破等予定時刻に余裕がある場合は、警察や所管課と協議し、適切に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

職  員 

○下記｢犯行予告等への対応表｣により落ち着いて対応し、情報を把握する。 
○相手に気付かれないように同勤者と連絡を取り(あらかじめサイン等を決めて

おく。)、できる限り録音機器等を活用し、証拠資料の確保に努める。 
○電話のスピーカー機能を活用して同勤者にも聞こえるようにし、協力を求める。

その際には、感づかれないように周囲で話をしないようにする。 
○予告電話をいたずら電話と感じた場合でも主管課長へ報告する。 

【犯行予告等への対応表】 

聴取内容 聴取時における注意事項 
いつ 犯行日時 爆破等予定日時等の確認 
どこで・どこに 犯行場所 設置場所等の特定 
だれが 犯人の特徴 言動、なまり、声質、興奮の有無 
何を･どのように 爆弾等の特徴 種類、形状、包装の有無 
どうなっているか・ 

どうなるか 
爆発等の規模 被害予測、被害状況 

相手の要求等 目的･動機･原因 金銭、嫌がらせ、愉快犯、怨恨 
その他 送話口からの騒音等 環境確認(電車の走行音、放送等) 

警察 
所属の課長 

(不在の場合は次順位の者) 

(事故発生報告等事務処理要綱による) 

不審物を検索する場合は･･･ 
○爆破等の予定時刻まで余裕がある場合など、警察からの指示を受けた上で不審物

を検索する際には、本庁舎にあっては総務課長、事業所にあっては庶務担当課長

等、学校にあっては校長(不在の場合は次順位の者)の指揮の下で行う。 
○指揮者は、可能な限り検索要員を編成し、概要説明後、担当区域･不審物発見時

の対応を指示して検索を実施する。 
○検索要員は、担当区域について執務室、トイレ、倉庫、機械室、植込み等くまな

く責任をもって検索を行い、不審物発見に努める。 

受信 

報告 

報告(直ちに電話等で第一報を入れる) 

直ちに通報 

資料２－１１

 ２ 不審物(爆発物、核、細菌類、化学剤の疑いがある物等)を発見した場合 

 
 
 
  
 
 
 
 

職員：不審物発見 

(事故発生報告等事務処理要綱による) 

○不審物には一切触れない。 
○警察等に連絡し、全ての人が安全な位置まで離れて待機する。 
○中身が飛散する恐れがある場合には、危険の及ばない範囲でビニールで覆いを

する等の対応を施す。 
○細菌類等の疑いのある物を発見した場合は、部屋を離れ、ドアを閉め、その区

域に人が立ち入れないようにし、その場所又は部屋にいた人全てのリストを作

成する。 
○汚染された恐れのある人は速やかにシャワーと石鹸で洗い流し、うがいを行う。

脱いだ衣服はビニール袋等で密閉する。 
○汚染の恐れのある場合は、付近の空調、扇風機等を停止する。 
 

【不審物等に対する着眼のポイント】 
・ 導火線、乾電池、時計の設置 
・ 火薬等の薬品臭 
・ 金属や粉のような物が入っている 
・ 秒を刻むような音がしている 
・ 包装に粉等が付着している 
・ 不自然な形状や重さ           など 

報告 
直ちに通報 

所属の課長 
(不在の場合は次順位の者) 

報告(直ちに電話等で第一報を入れる) 

警察 

資料２－11

第
４
編
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資料２－12

資料２－１３－① 
 

２４教学高第２０８号  
平成２４年４月２７日  

 各 都 立 高 等 学 校 長 
 各都立中等教育学校長 
 各 都 立 中 学 校 長 

都立学校教育部高等学校教育課長      
藤 本 龍 夫     
（ 公 印 省 略 ）     

 
都立学校における休日の防犯対策について（通知） 

 
学校における防犯対策について日頃から取り組んでいただいているところですが、平成２３年

度、都立高校において、生徒の制服等が休日の部活動中に更衣室等から盗まれる事件が多発して

おり、一部については報道されるところとなっています。 
また、今年度においても、あらたに同様の事件が発生しております。 
各都立学校におきましては、同様の事件の発生を未然に防ぐために、過去の盗難事件を教訓に

した下記の注意事項を参考に、防犯体制の整備をお願いいたします。 
特に、連休期間中におきましては、より一層の注意喚起していただけるようお願いいたします。 

 
記 

 
１ 不審者の侵入防止 
    休日には登校者が少なく比較的容易に学校に侵入することができることから、各学校におい

ては、校門の施錠等、不審者の侵入を防止するための管理体制を整備する。 
  

観点 対策 

校門の施錠 
教職員、生徒及び来校者が使用する校門を１箇所に限定し、それ以

外の門は、必要がある場合を除き、原則施錠する。 

注意表示の掲示 全ての校門に「関係者以外立入禁止」等の注意表示を掲示する。 

 
２ 盗難防止 
  報告のあった盗難事件は、休日で人の目が少ないという状況の下で発生しており、更衣室が

未施錠であったことや、生徒の私物管理が不十分だったことが犯行を容易にしたと考えられる。 
  各学校においては、私物管理の徹底等、休日における盗難防止対策をあらためて確認する。 
 

観点 対策 

私物管理の徹底 

・ 可能な限り金品類は学校に持ち込まない。やむを得ず金品類

を学校に持ち込む場合は教員が預かる。    

・ 私物は鍵のかかる個人ロッカー等で保管する。更衣室周辺に

ロッカー保管についての注意喚起を掲示する。       

・ ロッカー等に施錠保管できない場合には、私物を活動場所に

持ち込むように、生徒に指導徹底する。          

殿 
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２４教学高第２０８号  
平成２４年４月２７日  

 各 都 立 高 等 学 校 長 
 各都立中等教育学校長 
 各 都 立 中 学 校 長 

都立学校教育部高等学校教育課長      
藤 本 龍 夫     
（ 公 印 省 略 ）     

 
都立学校における休日の防犯対策について（通知） 

 
学校における防犯対策について日頃から取り組んでいただいているところですが、平成２３年

度、都立高校において、生徒の制服等が休日の部活動中に更衣室等から盗まれる事件が多発して

おり、一部については報道されるところとなっています。 
また、今年度においても、あらたに同様の事件が発生しております。 
各都立学校におきましては、同様の事件の発生を未然に防ぐために、過去の盗難事件を教訓に

した下記の注意事項を参考に、防犯体制の整備をお願いいたします。 
特に、連休期間中におきましては、より一層の注意喚起していただけるようお願いいたします。 

 
記 

 
１ 不審者の侵入防止 
    休日には登校者が少なく比較的容易に学校に侵入することができることから、各学校におい

ては、校門の施錠等、不審者の侵入を防止するための管理体制を整備する。 
  

観点 対策 

校門の施錠 
教職員、生徒及び来校者が使用する校門を１箇所に限定し、それ以

外の門は、必要がある場合を除き、原則施錠する。 

注意表示の掲示 全ての校門に「関係者以外立入禁止」等の注意表示を掲示する。 

 
２ 盗難防止 
  報告のあった盗難事件は、休日で人の目が少ないという状況の下で発生しており、更衣室が

未施錠であったことや、生徒の私物管理が不十分だったことが犯行を容易にしたと考えられる。 
  各学校においては、私物管理の徹底等、休日における盗難防止対策をあらためて確認する。 
 

観点 対策 

私物管理の徹底 

・ 可能な限り金品類は学校に持ち込まない。やむを得ず金品類

を学校に持ち込む場合は教員が預かる。    

・ 私物は鍵のかかる個人ロッカー等で保管する。更衣室周辺に

ロッカー保管についての注意喚起を掲示する。       

・ ロッカー等に施錠保管できない場合には、私物を活動場所に

持ち込むように、生徒に指導徹底する。          

殿 
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更衣室ロッカーの

活用 

私物は更衣室内の鍵のかかるロッカーで保管する。南京錠やダイ

ヤル錠を活用し、ロッカーの施錠を徹底する。 

 

更衣室の施錠 
更衣室が無人になる場合には、南京錠やダイヤル錠を活用し、必

ず施錠する。 

 
３ 盗難発生時の対応 

(１) 盗難が発生した場合には、速やかに警察への届出を行い、必要な措置を講じる。 
 (２) 管理職は、「事故発生報告等事務処理要綱」に基づき、速やかに第１報を所管の学校経営

支援センターに報告する。 

【担当】 
都立学校教育部高等学校教育課管理係  高橋 志田 

連絡先：０３－５３２０－６７４３（直通）
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２４教総総第１４４１号  
平成２４年１２月２１日  

都立学校 長  殿 
 

教育庁総務部長       
松 山 英 幸      

(公印省略)       
 
 

年末年始に向けた学校危機管理体制の徹底について（通知） 
 
 
 このことについて、学校危機管理マニュアル及び各学校の学校危機管理計画等

に基づき、下記のとおり連絡体制を周知徹底し、学校危機管理体制に万全を期す

ようお願いします。 
 

記 
 
１ 緊急連絡体制等の確認 

  災害等に備え、児童･生徒及び教職員の緊急連絡体制を確認するとともに、

非常配備態勢、参集基準、参集場所等を確認しておくこと。 
 
２ 学校危機管理担当者の確認 

  各学校で指定された学校危機管理担当者を確認し、周知しておくこと。 
 ※ 夜間、休日等の災害発生時にいち早く学校に参集して、関係機関、保護者

等との緊急連絡に当たるため、学校から５ｋｍ以内又は近辺に居住する教職

員の中から複数名の学校危機管理担当者を指定しておくこととしている。 
 
３ 地域緊急連絡員の確認等 

  選定した地域緊急連絡員と調整しておくこと。 
 ※ 夜間、休日等の災害発生時にいち早く学校に駆けつけて、学校危機管理担

当者と共に初期危機管理活動を支援する地域緊急連絡員を、地域の自治会、

ＰＴＡ、防災市民組織（消防団など）等から指定し、門扉の鍵を預けること

としている。 
   地域緊急連絡員の指定が困難な場合及び地域緊急連絡員に鍵を預けてい

ない場合には、地域住民代表等の複数名に施錠していない門扉の位置等を周

知し、住民等が校庭に避難できるようにしておく。 
 
４ 緊急時連絡先の表示 

  門扉等に表示した夜間緊急時連絡先が正しく表示されているか確認する。 
※ 夜間、休日等に学校で異常等があった場合の緊急連絡先（機械警備会社等）

を門扉等に表示しておくこととしている。 

【担当者】 
 総務部 
  調整担当課長    山川 03-5320-7791 
  総務課安全管理担当 寺島 03-5320-6718 
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更衣室ロッカーの

活用 

私物は更衣室内の鍵のかかるロッカーで保管する。南京錠やダイ

ヤル錠を活用し、ロッカーの施錠を徹底する。 

 

更衣室の施錠 
更衣室が無人になる場合には、南京錠やダイヤル錠を活用し、必

ず施錠する。 

 
３ 盗難発生時の対応 

(１) 盗難が発生した場合には、速やかに警察への届出を行い、必要な措置を講じる。 
 (２) 管理職は、「事故発生報告等事務処理要綱」に基づき、速やかに第１報を所管の学校経営

支援センターに報告する。 

【担当】 
都立学校教育部高等学校教育課管理係  高橋 志田 

連絡先：０３－５３２０－６７４３（直通）
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２４教総総第１４４１号  
平成２４年１２月２１日  

都立学校 長  殿 
 

教育庁総務部長       
松 山 英 幸      

(公印省略)       
 
 

年末年始に向けた学校危機管理体制の徹底について（通知） 
 
 
 このことについて、学校危機管理マニュアル及び各学校の学校危機管理計画等

に基づき、下記のとおり連絡体制を周知徹底し、学校危機管理体制に万全を期す

ようお願いします。 
 

記 
 
１ 緊急連絡体制等の確認 

  災害等に備え、児童･生徒及び教職員の緊急連絡体制を確認するとともに、

非常配備態勢、参集基準、参集場所等を確認しておくこと。 
 
２ 学校危機管理担当者の確認 

  各学校で指定された学校危機管理担当者を確認し、周知しておくこと。 
 ※ 夜間、休日等の災害発生時にいち早く学校に参集して、関係機関、保護者

等との緊急連絡に当たるため、学校から５ｋｍ以内又は近辺に居住する教職

員の中から複数名の学校危機管理担当者を指定しておくこととしている。 
 
３ 地域緊急連絡員の確認等 

  選定した地域緊急連絡員と調整しておくこと。 
 ※ 夜間、休日等の災害発生時にいち早く学校に駆けつけて、学校危機管理担

当者と共に初期危機管理活動を支援する地域緊急連絡員を、地域の自治会、

ＰＴＡ、防災市民組織（消防団など）等から指定し、門扉の鍵を預けること

としている。 
   地域緊急連絡員の指定が困難な場合及び地域緊急連絡員に鍵を預けてい

ない場合には、地域住民代表等の複数名に施錠していない門扉の位置等を周

知し、住民等が校庭に避難できるようにしておく。 
 
４ 緊急時連絡先の表示 

  門扉等に表示した夜間緊急時連絡先が正しく表示されているか確認する。 
※ 夜間、休日等に学校で異常等があった場合の緊急連絡先（機械警備会社等）

を門扉等に表示しておくこととしている。 

【担当者】 
 総務部 
  調整担当課長    山川 03-5320-7791 
  総務課安全管理担当 寺島 03-5320-6718 
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２４教指企第１０６６号 

平成２５年２月 ７日 

 

区市町村教育委員会指導事務主管課長 殿 

 

                        東京都教育庁指導部指導企画課長 

                                 出 張 吉 訓 

                                  （公印省略） 

 

学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について（通知） 

 

このことについて、東日本大震災を踏まえ、貴教育委員会では管下各学校・園における防災

教育の推進を図るとともに、様々な想定を取り入れた実践的な避難訓練や防災訓練の改善に向

けて取り組まれていることに改めて感謝申し上げます。 

この間、東京都においては、平成２４年４月に首都直下地震等による被害想定を見直すとと

もに、同年１１月には「東京都地域防災計画」を修正しました。防災教育についても、その充

実が一層求められています。 

貴職におかれましては、地域の実態を踏まえ、避難訓練等を一層改善し、まず自分の命を守

り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる人材を育てる防災教育を推進するよう、貴

管下各学校・園に対し、下記の点について改めて御指導をお願いします。 

 

記 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直しを図ること 

東日本大震災発生時刻、一部の児童・生徒が下校後だった学校や、管理職が不在だった学

校、遠足等で他県等にいて交通機関等の不通により帰宅困難となった学年があった学校、あ

るいは津波警報が発令された地域や液状化が発生した地域等があったことなどを踏まえて、

改めて自校の避難訓練等の想定時間、場面、災害の設定状況等を見直し、別紙資料「震災等

に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項」を参考とするなどして、多様な場面や状況

を想定した避難訓練等を実施する。 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等となるよう改善を図ること 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

避難訓練の実施計画を策定する際は、学校の種別や校舎等の耐震化の状況を踏まえると

ともに、区市町村が定める地域防災計画等におけるハザードマップ等を確認し、特に、木

造住宅密集地域、海岸地域、海岸や池の埋め立て地、盛り土、崖の上、崖の下等にある学

校は、地震に伴う火災、津波、液状化、浸水、崖崩れ等の二次災害の発生も十分に考慮す

る。 
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(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施す

る 

幼児・児童・生徒等に訓練実施日は予告しておくが、想定する災害の発生時刻や被害状

況等を予告しないで実施したり、消火器や屋内消火栓、担架等を活用したり、あるいは緊

急地震速報のチャイム音を用いる等、様々な方法を工夫する。 

(3) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

学校所在地の消防署や防災機関との連携を十分に行うとともに、保護者等に対して避難

訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日等に避難訓練等を設

定したりするなどして参加・協力を求める。 

また、学校の避難訓練・防災訓練に、区市町村や町会等の防災担当者をゲストティーチ

ャーとして招いたり、区市町村や町会等が主催する防災訓練に参加したりするなど、保護

者や地域との連携を重視した避難訓練・防災訓練を、年間必ず１回以上実施する。 

 

３ 震災等に対する避難訓練等の計画・実施における留意事項 

(1) 幼児・児童・生徒の安全を確保する下校訓練の実施 

東日本大震災当日の下校方法については各学校で判断が異なったが、集団下校及び単独

下校した小・中学校においては、保護者が帰宅困難となったために、児童・生徒だけで自

宅で長時間過ごした事例があった。また、都立学校においては約８,４００人の児童・生徒

が帰宅できずに震災当日深夜まで学校に待機した。 

このことを踏まえ、震災時の下校方法については、幼児・児童・生徒の安全の確保を図

るため、「保護者への引き渡し」「集団下校」「スクールバスによる下校」等、幼児・児童・

生徒の発達の段階及び自校の実態を踏まえた下校方法について検討し、震災の規模や状況

に応じた適切な下校方法が選択できるよう、下校訓練を実施する。 

(2) 避難訓練の実施回数 

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校においては年間１１回以上、高等学校において

は年間４回以上の避難訓練の実施を原則とする。 

(3) 避難訓練等における東京都教育委員会防災教育副読本等の活用 

避難訓練や防災訓練を実施する機会を捉え、防災教育副読本「地震と安全」(全児童・生

徒に配布)、防災教育補助教材「３．１１を忘れない」(小学校第５学年、中学校第２学年

児童･生徒に配布)、高等学校「保健」補助教材「災害の発生と安全・健康 ～３．１１を

忘れない～ 」(高等学校第１学年配布)を活用した防災教育を実施する。 

 

 

 
 
 
 
 
 

【担当】 

東京都教育庁指導部 主 任 指 導 主 事 石田   周 

          指導企画課統括指導主事 熊谷  恵子 

          指導企画課課務担当係長 西脇  良和 

指 導 企 画 課 指 導 主 事 千葉 かおり 

電 話 ０３－５３２０－６８３６ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０３－５３８８－１７３３ 

 

資料２－１３－③



202 203
 

1 

２４教指企第１０６６号 

平成２５ 年２月 ７日 

 

区市町村教育委員会指導事務主管課長 殿 

 

                        東京都教育庁指導部指導企画課長 

                                 出 張 吉 訓 

                                  （公印省略） 

 

学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について（通知） 

 

このことについて、東日本大震災を踏まえ、貴教育委員会では管下各学校・園における防災

教育の推進を図るとともに、様々な想定を取り入れた実践的な避難訓練や防災訓練の改善に向

けて取り組まれていることに改めて感謝申し上げます。 

この間、東京都においては、平成２４年４月に首都直下地震等による被害想定を見直すとと

もに、同年１１月には「東京都地域防災計画」を修正しました。防災教育についても、その充

実が一層求められています。 

貴職におかれましては、地域の実態を踏まえ、避難訓練等を一層改善し、まず自分の命を守

り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる人材を育てる防災教育を推進するよう、貴

管下各学校・園に対し、下記の点について改めて御指導をお願いします。 

 

記 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直しを図ること 

東日本大震災発生時刻、一部の児童・生徒が下校後だった学校や、管理職が不在だった学

校、遠足等で他県等にいて交通機関等の不通により帰宅困難となった学年があった学校、あ

るいは津波警報が発令された地域や液状化が発生した地域等があったことなどを踏まえて、

改めて自校の避難訓練等の想定時間、場面、災害の設定状況等を見直し、別紙資料「震災等

に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項」を参考とするなどして、多様な場面や状況

を想定した避難訓練等を実施する。 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等となるよう改善を図ること 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

避難訓練の実施計画を策定する際は、学校の種別や校舎等の耐震化の状況を踏まえると

ともに、区市町村が定める地域防災計画等におけるハザードマップ等を確認し、特に、木

造住宅密集地域、海岸地域、海岸や池の埋め立て地、盛り土、崖の上、崖の下等にある学

校は、地震に伴う火災、津波、液状化、浸水、崖崩れ等の二次災害の発生も十分に考慮す

る。 
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(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施す

る 

幼児・児童・生徒等に訓練実施日は予告しておくが、想定する災害の発生時刻や被害状

況等を予告しないで実施したり、消火器や屋内消火栓、担架等を活用したり、あるいは緊

急地震速報のチャイム音を用いる等、様々な方法を工夫する。 

(3) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

学校所在地の消防署や防災機関との連携を十分に行うとともに、保護者等に対して避難

訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日等に避難訓練等を設

定したりするなどして参加・協力を求める。 

また、学校の避難訓練・防災訓練に、区市町村や町会等の防災担当者をゲストティーチ

ャーとして招いたり、区市町村や町会等が主催する防災訓練に参加したりするなど、保護

者や地域との連携を重視した避難訓練・防災訓練を、年間必ず１回以上実施する。 

 

３ 震災等に対する避難訓練等の計画・実施における留意事項 

(1) 幼児・児童・生徒の安全を確保する下校訓練の実施 

東日本大震災当日の下校方法については各学校で判断が異なったが、集団下校及び単独

下校した小・中学校においては、保護者が帰宅困難となったために、児童・生徒だけで自

宅で長時間過ごした事例があった。また、都立学校においては約８,４００人の児童・生徒

が帰宅できずに震災当日深夜まで学校に待機した。 

このことを踏まえ、震災時の下校方法については、幼児・児童・生徒の安全の確保を図

るため、「保護者への引き渡し」「集団下校」「スクールバスによる下校」等、幼児・児童・

生徒の発達の段階及び自校の実態を踏まえた下校方法について検討し、震災の規模や状況

に応じた適切な下校方法が選択できるよう、下校訓練を実施する。 

(2) 避難訓練の実施回数 

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校においては年間１１回以上、高等学校において

は年間４回以上の避難訓練の実施を原則とする。 

(3) 避難訓練等における東京都教育委員会防災教育副読本等の活用 

避難訓練や防災訓練を実施する機会を捉え、防災教育副読本「地震と安全」(全児童・生

徒に配布)、防災教育補助教材「３．１１を忘れない」(小学校第５学年、中学校第２学年

児童･生徒に配布)、高等学校「保健」補助教材「災害の発生と安全・健康 ～３．１１を

忘れない～ 」(高等学校第１学年配布)を活用した防災教育を実施する。 

 

 

 
 
 
 
 
 

【担当】 

東京都教育庁指導部 主 任 指 導 主 事 石田   周 

          指導企画課統括指導主事 熊谷  恵子 

          指導企画課課務担当係長 西脇  良和 

指 導 企 画 課 指 導 主 事 千葉 かおり 

電 話 ０３－５３２０－６８３６ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０３－５３８８－１７３３ 
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震災等に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直し例 

(1) 設定時間・場面について 

ア  登下校中 

イ 始業前、放課後 

ウ 授業中(普通教室・特別教室・体育館・運動場・プール等) 

エ 休憩・清掃中 

オ 校外での教育活動中 

カ 他県等への遠足等や宿泊を伴う教育活動中 

キ 委員会や部活動中(長期休業日及び学校休業日を含む) 

 

(2) 設定状況について 

ア  管理職が不在の場合 

イ 電話等が不通で、情報の収集や伝達ができない場合 

ウ 停電等により、校内放送が使用できない場合 

エ 渡り廊下や非常階段等、事前に想定した避難経路が被害を受けて使用できない場合 

オ 幼児・児童・生徒・教職員が負傷した場合 

カ 校内において幼児・児童・生徒が行方不明になった場合 

キ 運動場が液状化し、噴砂、地割れ、陥没等で使用できない場合 

ク 島しょ部や東京湾沿岸部等に立地する学校で、津波警報が発令された場合 

ケ 地震発生後、火災の発生や津波警報の発令等、被害の拡大により複合災害を想定した場合 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等にするための改善の視点 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

実施時期・回数・内容等は、学校種別、地域の実情、校舎の安全状況等を踏まえた実践的な訓

練を設定する。併せて、「安全教育プログラム」や自校の学校安全計画等における防災教育との

関連を考慮して設定する。 

 

(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施する 

ア  訓練実施日は予告しておくが、想定災害の発生時刻や被害状況を幼児・児童・生徒、想定に

よっては教職員にも予告しないで実施する等の工夫をする。 

イ 消火器や屋内消火栓、担架等を積極的に活用する。 

ウ 緊急地震速報のチャイム音を活用し、地震発生時に身を守る姿勢をとる訓練等を実施する。

その際、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」空間に身を寄せるよう指導する。 

エ 廊下等の避難経路に、落下物や転倒物に見立てた段ボール等を置き、危険を避けて避難経路

を選択する等、災害発生の推移に合わせた発災対応型の設定を工夫する。 

オ 一時集合場所や避難場所等まで避難する訓練を取り入れる。 
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(3) 避難訓練等の事前・事後指導を充実する 

ア 避難訓練等の意義を幼児・児童・生徒が十分に理解し、真剣な態度で訓練に臨むことができ

るようにするために、「自らの命は自ら守り安全に行動できる」ことを基本として、訓練の事

前・事後に指導することが重要である。 

その際、全児童・生徒に配布した防災教育副読本「地震と安全」を活用し、安全な避難行動

を確認する等、指導の充実を図る。 

イ 消防署員等の防災関係者による避難訓練等実施後の講評や、防災講話を設定する。 

 

(4) 特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する配慮 

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒には、発達の特性や障害の状況等を踏まえ、必要

に応じて避難訓練の想定内容等について事前に個別に説明する等、避難訓練等の実施前後に配慮

する。 

 

(5) 教職員の役割分担を明確化する 

ア 教職員一人一人が指揮系統や役割分担(情報収集、関係機関への通報・連絡、搬出、救助等)

など、校内の協力体制について理解を深め、的確な行動ができるようにする。 

イ 避難訓練では、様々な役割を担当したり、訓練全体の流れを見たりするなど、教職員の役割

を固定しないように工夫する。 

 

(6) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

ア 学校所在地の消防署や町会等の防災担当者と連携し、次のような体験的、実践的な活動を組

み合わせて実施する。 

 

 

 

 

イ 消防署と連携し、避難訓練時に１１９番通報訓練を実施する。その際、住所や被害情報等の

通報が的確にできるように訓練する。 

ウ 保護者等に対して避難訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日

等に避難訓練等を設定したりするなどして参加・協力を求める。 

なお、避難訓練に引き続いて防災訓練を実施するなど、防災意識を高めるように工夫する。 

 

(7) 実施後の評価を次回の避難訓練等に活用する 

避難訓練等実施後は、必ずその評価を教職員相互で行い、反省点や改善点、効果的だった点等

について次回の訓練に反映させる。そのため、避難訓練等の際に、避難誘導の在り方や幼児・児

童・生徒の避難行動が円滑に行われているか評価する役割の教職員を位置付けることも考慮する。 

 

・消火器による初期消火訓練   ・煙体験ハウスを活用した訓練 ・起震車体験 

・Ｄ級軽可搬消防ポンプ放水訓練 ・ＡＥＤ取扱い訓練      ・応急手当 

・宿泊防災訓練         ・避難所設営訓練       ・炊き出し訓練 等 
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震災等に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直し例 

(1) 設定時間・場面について 

ア  登下校中 

イ 始業前、放課後 

ウ 授業中(普通教室・特別教室・体育館・運動場・プール等) 

エ 休憩・清掃中 

オ 校外での教育活動中 

カ 他県等への遠足等や宿泊を伴う教育活動中 

キ 委員会や部活動中(長期休業日及び学校休業日を含む) 

 

(2) 設定状況について 

ア  管理職が不在の場合 

イ 電話等が不通で、情報の収集や伝達ができない場合 

ウ 停電等により、校内放送が使用できない場合 

エ 渡り廊下や非常階段等、事前に想定した避難経路が被害を受けて使用できない場合 

オ 幼児・児童・生徒・教職員が負傷した場合 

カ 校内において幼児・児童・生徒が行方不明になった場合 

キ 運動場が液状化し、噴砂、地割れ、陥没等で使用できない場合 

ク 島しょ部や東京湾沿岸部等に立地する学校で、津波警報が発令された場合 

ケ 地震発生後、火災の発生や津波警報の発令等、被害の拡大により複合災害を想定した場合 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等にするための改善の視点 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

実施時期・回数・内容等は、学校種別、地域の実情、校舎の安全状況等を踏まえた実践的な訓

練を設定する。併せて、「安全教育プログラム」や自校の学校安全計画等における防災教育との

関連を考慮して設定する。 

 

(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施する 

ア  訓練実施日は予告しておくが、想定災害の発生時刻や被害状況を幼児・児童・生徒、想定に

よっては教職員にも予告しないで実施する等の工夫をする。 

イ 消火器や屋内消火栓、担架等を積極的に活用する。 

ウ 緊急地震速報のチャイム音を活用し、地震発生時に身を守る姿勢をとる訓練等を実施する。

その際、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」空間に身を寄せるよう指導する。 

エ 廊下等の避難経路に、落下物や転倒物に見立てた段ボール等を置き、危険を避けて避難経路

を選択する等、災害発生の推移に合わせた発災対応型の設定を工夫する。 

オ 一時集合場所や避難場所等まで避難する訓練を取り入れる。 
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(3) 避難訓練等の事前・事後指導を充実する 

ア 避難訓練等の意義を幼児・児童・生徒が十分に理解し、真剣な態度で訓練に臨むことができ

るようにするために、「自らの命は自ら守り安全に行動できる」ことを基本として、訓練の事

前・事後に指導することが重要である。 

その際、全児童・生徒に配布した防災教育副読本「地震と安全」を活用し、安全な避難行動

を確認する等、指導の充実を図る。 

イ 消防署員等の防災関係者による避難訓練等実施後の講評や、防災講話を設定する。 

 

(4) 特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する配慮 

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒には、発達の特性や障害の状況等を踏まえ、必要

に応じて避難訓練の想定内容等について事前に個別に説明する等、避難訓練等の実施前後に配慮

する。 

 

(5) 教職員の役割分担を明確化する 

ア 教職員一人一人が指揮系統や役割分担(情報収集、関係機関への通報・連絡、搬出、救助等)

など、校内の協力体制について理解を深め、的確な行動ができるようにする。 

イ 避難訓練では、様々な役割を担当したり、訓練全体の流れを見たりするなど、教職員の役割

を固定しないように工夫する。 

 

(6) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

ア 学校所在地の消防署や町会等の防災担当者と連携し、次のような体験的、実践的な活動を組

み合わせて実施する。 

 

 

 

 

イ 消防署と連携し、避難訓練時に１１９番通報訓練を実施する。その際、住所や被害情報等の

通報が的確にできるように訓練する。 

ウ 保護者等に対して避難訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日

等に避難訓練等を設定したりするなどして参加・協力を求める。 

なお、避難訓練に引き続いて防災訓練を実施するなど、防災意識を高めるように工夫する。 

 

(7) 実施後の評価を次回の避難訓練等に活用する 

避難訓練等実施後は、必ずその評価を教職員相互で行い、反省点や改善点、効果的だった点等

について次回の訓練に反映させる。そのため、避難訓練等の際に、避難誘導の在り方や幼児・児

童・生徒の避難行動が円滑に行われているか評価する役割の教職員を位置付けることも考慮する。 

 

・消火器による初期消火訓練   ・煙体験ハウスを活用した訓練 ・起震車体験 

・Ｄ級軽可搬消防ポンプ放水訓練 ・ＡＥＤ取扱い訓練      ・応急手当 

・宿泊防災訓練         ・避難所設営訓練       ・炊き出し訓練 等 
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２４教指企第１０６６号 

平成２５年２月 ７日 

 

各都立学校長 殿 

 
                          教育庁指導部指導企画課長 

                                出 張 吉 訓 

                                 （公印省略） 

 

学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について（通知） 

 

このことについて、東日本大震災を踏まえ、各学校では様々な想定を取り入れた実践的な避

難訓練や防災訓練を実施していただいているところです。 

この間、東京都においては、平成２４年４月に首都直下地震等による被害想定を見直すとと

もに、同年１１月には「東京都地域防災計画」を修正しました。防災教育についても、その充

実が一層求められています。 

貴職におかれましては、自校の防災教育推進委員会を活用するとともに、下記に基づき、避

難訓練等を一層改善し、まず自分の命を守り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる

人材を育てる防災教育を推進するようお願いします。 

 

記 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直しを図ること 

東日本大震災発生時刻、一部の児童・生徒が下校後だった学校や、管理職が不在だった学

校、遠足等で他県等にいて交通機関等の不通により帰宅困難となった学年があった学校、あ

るいは津波警報が発令された地域や液状化が発生した地域等があったことなどを踏まえて、

改めて自校の避難訓練等の想定時間、場面、災害の設定状況等を見直し、別紙資料「震災等

に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項」を参考とするなどして、多様な場面や状況

を想定した避難訓練等を実施する。 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等となるよう改善を図ること 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

 避難訓練の実施計画を策定する際は、学校の種別や校舎等の耐震化の状況を踏まえると

ともに、区市町村が定める地域防災計画等におけるハザードマップ等を確認し、特に、木

造住宅密集地域、海岸地域、海岸や池の埋め立て地、盛り土、崖の上、崖の下等にある学

校は、地震に伴う火災、津波、液状化、浸水、崖崩れ等の二次災害の発生も十分に考慮す

る。 
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(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施す

る 

幼児・児童・生徒等に訓練実施日は予告しておくが、想定する災害の発生時刻や被害状

況等を予告しないで実施したり、消火器や屋内消火栓、担架等を活用したり、あるいは緊

急地震速報のチャイム音を用いる等、様々な方法を工夫する。 

(3) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

学校所在地の消防署や防災機関との連携を十分に行うとともに、保護者等に対して避難

訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日等に避難訓練等を設

定したりするなどして参加・協力を求める。 

また、学校の避難訓練・防災訓練に、区市町村や町会等の防災担当者をゲストティーチ

ャーとして招いたり、区市町村や町会等が主催する防災訓練に参加したりするなど、保護

者や地域との連携を重視した避難訓練・防災訓練を、年間必ず１回以上実施する。 

 

３ 震災等に対する避難訓練等の計画・実施における留意事項 

(1) 幼児・児童・生徒の安全を確保する下校訓練の実施 

東日本大震災当日の下校方法については各学校で判断が異なったが、集団下校及び単独

下校した小・中学校においては、保護者が帰宅困難となったために、児童・生徒だけで自

宅で長時間過ごした事例があった。また、都立学校においては約８,４００人の児童・生徒

が帰宅できずに震災当日深夜まで学校に待機した。 

このことを踏まえ、震災時の下校方法については、幼児・児童・生徒の安全の確保を図

るため、「保護者への引き渡し」「集団下校」「スクールバスによる下校」等、幼児・児童・

生徒の発達の段階及び自校の実態を踏まえた下校方法について検討し、震災の規模や状況

に応じた適切な下校方法が選択できるよう、下校訓練を実施する。 

(2) 避難訓練の実施回数 

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校においては年間１１回以上、高等学校において

は年間４回以上の避難訓練の実施を原則とする。 

(3) 避難訓練等における東京都教育委員会防災教育副読本等の活用 

避難訓練や防災訓練を実施する機会を捉え、防災教育副読本「地震と安全」(全児童・生

徒に配布)、防災教育補助教材「３．１１を忘れない」(小学校第５学年、中学校第２学年

児童･生徒に配布)、高等学校「保健」補助教材「災害の発生と安全・健康 ～３．１１を

忘れない～ 」(高等学校第１学年配布)を活用した防災教育を実施する。 

 

 

 
 
 
 
 
 

【担当】 

教育庁指導部 主 任 指 導 主 事 石田   周 

          指導企画課統括指導主事 熊谷  恵子 

          指導企画課課務担当係長 西脇  良和 

指 導 企 画 課 指 導 主 事 千葉 かおり 

電 話 ０３－５３２０－６８３６ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０３－５３８８－１７３３ 
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２４教指企第１０６６号 

平成２５ 年２月 ７日 

 

各都立学校長 殿 

 
                          教育庁指導部指導企画課長 

                                出 張 吉 訓 

                                 （公印省略） 

 

学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について（通知） 

 

このことについて、東日本大震災を踏まえ、各学校では様々な想定を取り入れた実践的な避

難訓練や防災訓練を実施していただいているところです。 

この間、東京都においては、平成２４年４月に首都直下地震等による被害想定を見直すとと

もに、同年１１月には「東京都地域防災計画」を修正しました。防災教育についても、その充

実が一層求められています。 

貴職におかれましては、自校の防災教育推進委員会を活用するとともに、下記に基づき、避

難訓練等を一層改善し、まず自分の命を守り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる

人材を育てる防災教育を推進するようお願いします。 

 

記 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直しを図ること 

東日本大震災発生時刻、一部の児童・生徒が下校後だった学校や、管理職が不在だった学

校、遠足等で他県等にいて交通機関等の不通により帰宅困難となった学年があった学校、あ

るいは津波警報が発令された地域や液状化が発生した地域等があったことなどを踏まえて、

改めて自校の避難訓練等の想定時間、場面、災害の設定状況等を見直し、別紙資料「震災等

に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項」を参考とするなどして、多様な場面や状況

を想定した避難訓練等を実施する。 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等となるよう改善を図ること 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

 避難訓練の実施計画を策定する際は、学校の種別や校舎等の耐震化の状況を踏まえると

ともに、区市町村が定める地域防災計画等におけるハザードマップ等を確認し、特に、木

造住宅密集地域、海岸地域、海岸や池の埋め立て地、盛り土、崖の上、崖の下等にある学

校は、地震に伴う火災、津波、液状化、浸水、崖崩れ等の二次災害の発生も十分に考慮す

る。 
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(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施す

る 

幼児・児童・生徒等に訓練実施日は予告しておくが、想定する災害の発生時刻や被害状

況等を予告しないで実施したり、消火器や屋内消火栓、担架等を活用したり、あるいは緊

急地震速報のチャイム音を用いる等、様々な方法を工夫する。 

(3) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

学校所在地の消防署や防災機関との連携を十分に行うとともに、保護者等に対して避難

訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日等に避難訓練等を設

定したりするなどして参加・協力を求める。 

また、学校の避難訓練・防災訓練に、区市町村や町会等の防災担当者をゲストティーチ

ャーとして招いたり、区市町村や町会等が主催する防災訓練に参加したりするなど、保護

者や地域との連携を重視した避難訓練・防災訓練を、年間必ず１回以上実施する。 

 

３ 震災等に対する避難訓練等の計画・実施における留意事項 

(1) 幼児・児童・生徒の安全を確保する下校訓練の実施 

東日本大震災当日の下校方法については各学校で判断が異なったが、集団下校及び単独

下校した小・中学校においては、保護者が帰宅困難となったために、児童・生徒だけで自

宅で長時間過ごした事例があった。また、都立学校においては約８,４００人の児童・生徒

が帰宅できずに震災当日深夜まで学校に待機した。 

このことを踏まえ、震災時の下校方法については、幼児・児童・生徒の安全の確保を図

るため、「保護者への引き渡し」「集団下校」「スクールバスによる下校」等、幼児・児童・

生徒の発達の段階及び自校の実態を踏まえた下校方法について検討し、震災の規模や状況

に応じた適切な下校方法が選択できるよう、下校訓練を実施する。 

(2) 避難訓練の実施回数 

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校においては年間１１回以上、高等学校において

は年間４回以上の避難訓練の実施を原則とする。 

(3) 避難訓練等における東京都教育委員会防災教育副読本等の活用 

避難訓練や防災訓練を実施する機会を捉え、防災教育副読本「地震と安全」(全児童・生

徒に配布)、防災教育補助教材「３．１１を忘れない」(小学校第５学年、中学校第２学年

児童･生徒に配布)、高等学校「保健」補助教材「災害の発生と安全・健康 ～３．１１を

忘れない～ 」(高等学校第１学年配布)を活用した防災教育を実施する。 

 

 

 
 
 
 
 
 

【担当】 

教育庁指導部 主 任 指 導 主 事 石田   周 

          指導企画課統括指導主事 熊谷  恵子 

          指導企画課課務担当係長 西脇  良和 

指 導 企 画 課 指 導 主 事 千葉 かおり 

電 話 ０３－５３２０－６８３６ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０３－５３８８－１７３３ 
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震災等に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直し例 

(1) 設定時間・場面について 

ア  登下校中 

イ 始業前、放課後 

ウ 授業中(普通教室・特別教室・体育館・運動場・プール等) 

エ 休憩・清掃中 

オ 校外での教育活動中 

カ 他県等への遠足等や宿泊を伴う教育活動中 

キ 委員会や部活動中(長期休業日及び学校休業日を含む) 

 

(2) 設定状況について 

ア  管理職が不在の場合 

イ 電話等が不通で、情報の収集や伝達ができない場合 

ウ 停電等により、校内放送が使用できない場合 

エ 渡り廊下や非常階段等、事前に想定した避難経路が被害を受けて使用できない場合 

オ 幼児・児童・生徒・教職員が負傷した場合 

カ 校内において幼児・児童・生徒が行方不明になった場合 

キ 運動場が液状化し、噴砂、地割れ、陥没等で使用できない場合 

ク 島しょ部や東京湾沿岸部等に立地する学校で、津波警報が発令された場合 

ケ 地震発生後、火災の発生や津波警報の発令等、被害の拡大により複合災害を想定した場合 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等にするための改善の視点 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

実施時期・回数・内容等は、学校種別、地域の実情、校舎の安全状況等を踏まえた実践的な訓

練を設定する。併せて、「安全教育プログラム」や自校の学校安全計画等における防災教育との

関連を考慮して設定する。 

 

(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施する 

ア  訓練実施日は予告しておくが、想定災害の発生時刻や被害状況を幼児・児童・生徒、想定に

よっては教職員にも予告しないで実施する等の工夫をする。 

イ 消火器や屋内消火栓、担架等を積極的に活用する。 

ウ 緊急地震速報のチャイム音を活用し、地震発生時に身を守る姿勢をとる訓練等を実施する。

その際、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」空間に身を寄せるよう指導する。 

エ 廊下等の避難経路に、落下物や転倒物に見立てた段ボール等を置き、危険を避けて避難経路

を選択する等、災害発生の推移に合わせた発災対応型の設定を工夫する。 

オ 一時集合場所や避難場所等まで避難する訓練を取り入れる。 
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4 

(3) 避難訓練等の事前・事後指導を充実する 

ア 避難訓練等の意義を幼児・児童・生徒が十分に理解し、真剣な態度で訓練に臨むことができ

るようにするために、「自らの命は自ら守り安全に行動できる」ことを基本として、訓練の事

前・事後に指導することが重要である。 

その際、全児童・生徒に配布した防災教育副読本「地震と安全」を活用し、安全な避難行動

を確認する等、指導の充実を図る。 

イ 消防署員等の防災関係者による避難訓練等実施後の講評や、防災講話を設定する。 

 

(4) 特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する配慮 

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒には、発達の特性や障害の状況等を踏まえ、必要

に応じて避難訓練の想定内容等について事前に個別に説明する等、避難訓練等の実施前後に配慮

する。 

 

(5) 教職員の役割分担を明確化する 

ア 教職員一人一人が指揮系統や役割分担(情報収集、関係機関への通報・連絡、搬出、救助等)

など、校内の協力体制について理解を深め、的確な行動ができるようにする。 

イ 避難訓練では、様々な役割を担当したり、訓練全体の流れを見たりするなど、教職員の役割

を固定しないように工夫する。 

 

(6) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

ア 学校所在地の消防署や町会等の防災担当者と連携し、次のような体験的、実践的な活動を組

み合わせて実施する。 

 

 

 

 

イ 消防署と連携し、避難訓練時に１１９番通報訓練を実施する。その際、住所や被害情報等の

通報が的確にできるように訓練する。 

ウ 保護者等に対して避難訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日

等に避難訓練等を設定したりするなどして参加・協力を求める。 

なお、避難訓練に引き続いて防災訓練を実施するなど、防災意識を高めるように工夫する。 

 

(7) 実施後の評価を次回の避難訓練等に活用する 

避難訓練等実施後は、必ずその評価を教職員相互で行い、反省点や改善点、効果的だった点等

について次回の訓練に反映させる。そのため、避難訓練等の際に、避難誘導の在り方や幼児・児

童・生徒の避難行動が円滑に行われているか評価する役割の教職員を位置付けることも考慮する。 

・消火器による初期消火訓練   ・煙体験ハウスを活用した訓練 ・起震車体験 

・Ｄ級軽可搬消防ポンプ放水訓練 ・ＡＥＤ取扱い訓練      ・応急手当 

・宿泊防災訓練         ・避難所設営訓練       ・炊き出し訓練 等 
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震災等に対する避難訓練等を実施する上での配慮事項 

 

１ 避難訓練等の想定場面等の見直し例 

(1) 設定時間・場面について 

ア  登下校中 

イ 始業前、放課後 

ウ 授業中(普通教室・特別教室・体育館・運動場・プール等) 

エ 休憩・清掃中 

オ 校外での教育活動中 

カ 他県等への遠足等や宿泊を伴う教育活動中 

キ 委員会や部活動中(長期休業日及び学校休業日を含む) 

 

(2) 設定状況について 

ア  管理職が不在の場合 

イ 電話等が不通で、情報の収集や伝達ができない場合 

ウ 停電等により、校内放送が使用できない場合 

エ 渡り廊下や非常階段等、事前に想定した避難経路が被害を受けて使用できない場合 

オ 幼児・児童・生徒・教職員が負傷した場合 

カ 校内において幼児・児童・生徒が行方不明になった場合 

キ 運動場が液状化し、噴砂、地割れ、陥没等で使用できない場合 

ク 島しょ部や東京湾沿岸部等に立地する学校で、津波警報が発令された場合 

ケ 地震発生後、火災の発生や津波警報の発令等、被害の拡大により複合災害を想定した場合 

 

２ 体験的、実践的な避難訓練等にするための改善の視点 

(1) 学校の種別及び地域の実情に即した避難訓練等を設定する 

実施時期・回数・内容等は、学校種別、地域の実情、校舎の安全状況等を踏まえた実践的な訓

練を設定する。併せて、「安全教育プログラム」や自校の学校安全計画等における防災教育との

関連を考慮して設定する。 

 

(2) 形式的、表面的な訓練とならないよう、緊迫感、臨場感をもたせる避難訓練等を実施する 

ア  訓練実施日は予告しておくが、想定災害の発生時刻や被害状況を幼児・児童・生徒、想定に

よっては教職員にも予告しないで実施する等の工夫をする。 

イ 消火器や屋内消火栓、担架等を積極的に活用する。 

ウ 緊急地震速報のチャイム音を活用し、地震発生時に身を守る姿勢をとる訓練等を実施する。

その際、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」空間に身を寄せるよう指導する。 

エ 廊下等の避難経路に、落下物や転倒物に見立てた段ボール等を置き、危険を避けて避難経路

を選択する等、災害発生の推移に合わせた発災対応型の設定を工夫する。 

オ 一時集合場所や避難場所等まで避難する訓練を取り入れる。 
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(3) 避難訓練等の事前・事後指導を充実する 

ア 避難訓練等の意義を幼児・児童・生徒が十分に理解し、真剣な態度で訓練に臨むことができ

るようにするために、「自らの命は自ら守り安全に行動できる」ことを基本として、訓練の事

前・事後に指導することが重要である。 

その際、全児童・生徒に配布した防災教育副読本「地震と安全」を活用し、安全な避難行動

を確認する等、指導の充実を図る。 

イ 消防署員等の防災関係者による避難訓練等実施後の講評や、防災講話を設定する。 

 

(4) 特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する配慮 

特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒には、発達の特性や障害の状況等を踏まえ、必要

に応じて避難訓練の想定内容等について事前に個別に説明する等、避難訓練等の実施前後に配慮

する。 

 

(5) 教職員の役割分担を明確化する 

ア 教職員一人一人が指揮系統や役割分担(情報収集、関係機関への通報・連絡、搬出、救助等)

など、校内の協力体制について理解を深め、的確な行動ができるようにする。 

イ 避難訓練では、様々な役割を担当したり、訓練全体の流れを見たりするなど、教職員の役割

を固定しないように工夫する。 

 

(6) 家庭や地域住民、関係機関等との連携を密にした避難訓練・防災訓練を実施する 

ア 学校所在地の消防署や町会等の防災担当者と連携し、次のような体験的、実践的な活動を組

み合わせて実施する。 

 

 

 

 

イ 消防署と連携し、避難訓練時に１１９番通報訓練を実施する。その際、住所や被害情報等の

通報が的確にできるように訓練する。 

ウ 保護者等に対して避難訓練等の実施日時、内容、主な想定等を情報提供したり、学校公開日

等に避難訓練等を設定したりするなどして参加・協力を求める。 

なお、避難訓練に引き続いて防災訓練を実施するなど、防災意識を高めるように工夫する。 

 

(7) 実施後の評価を次回の避難訓練等に活用する 

避難訓練等実施後は、必ずその評価を教職員相互で行い、反省点や改善点、効果的だった点等

について次回の訓練に反映させる。そのため、避難訓練等の際に、避難誘導の在り方や幼児・児

童・生徒の避難行動が円滑に行われているか評価する役割の教職員を位置付けることも考慮する。 

・消火器による初期消火訓練   ・煙体験ハウスを活用した訓練 ・起震車体験 

・Ｄ級軽可搬消防ポンプ放水訓練 ・ＡＥＤ取扱い訓練      ・応急手当 

・宿泊防災訓練         ・避難所設営訓練       ・炊き出し訓練 等 
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地
震
の
際

は
参
集

が
必
要

！
 

報
告
 

    １
 

学
校

危
機

管
理

計
画

に
お

け
る

担
当

は
 

「
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
で

す
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
 

あ
な

た
の

学
校

の
危

機
管

理
担

当
者

は
 

「
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
先
生

」
と

 

電
話

「
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
」

 

「
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
先
生

」
で

す
。

 

電
話

「
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
」

 

 ３
 

地
域

緊
急

連
絡

員
は

 

「
例

 
町

会
長

の
 

 
 

 
 

 
 

 
様

」
で

す
。

 

電
話

「
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
」

 

 
 勤

務
時

間
外

に
、
東

京
都

内
（
島

し
ょ
を

除
く
）
で
震

度
６
弱

以
上

を
観

測
し
た

場
合
、

特
別
非

常
配
備

態
勢

を
と

り
ま

す
。

 

自
動

参
集

で
す

の
で

、
参

集
連

絡
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
自

発
的

に
参

集
す
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
ま
す

。
 

ご
自

身
で
ご

記
入
下

さ
い
。

ご
自

身
で
ご

記
入
下

さ
い
。

ご
自

身
で
ご

記
入
下

さ
い
。

ご
自

身
で
ご

記
入
下

さ
い
。

- 1
 - 

（
※

 
各

学
校

の
実

態
に

合
わ

せ
て

作
成

す
る

。）
 

  

～
万
一

の
時
も
あ
わ

て
ず
に

～
 

（
学

校
教

職
員

用
）

 

東
京

都
教

育
委

員
会

 

 

所
属

 

氏
名

 こ
の
ポ
ケ
ッ
ト

メ
モ

は

常
時
携
帯
し
て

下
さ

い

震
災
対
策
ポ
ケ
ッ
ト
メ
モ
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２
 

児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保

 
（

１
）

在
校

時
 

①
 

生
徒
の

避
難
と

安
全
管

理
を
校

内
放

送
で

指
示

す
る
。

 
②

 
学

級
担

任
は

、
震

災
の

状
況

を
説

明
し

、
今

後
の

対
応

に
つ

い
て

生

徒
を

指
導
す

る
。

 
・

安
全
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
、
原
則
的
と
し
て
学
校
に
留
め
置
く
こ
と
。

 
・

学
校

は
耐

震
補
強

が
行
わ

れ
て
お

り
、

安
全

な
こ

と
。

 
・

担
任

の
指

示
に
従

っ
て
行

動
す
る

こ
と

。
 

③
 

あ
ら
か
じ
め
定
め
た
連
絡
方
法
に
よ
り
学
校
か
ら
保
護
者
へ
連
絡
し
、

安
全
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
、
学
校
で
生
徒
を
保
護
す
る
旨
を
伝
え
る
。

 
（

２
）

登
下
校
時
（
※
予
知
の
可
能
性
が
高
い
、
東
海
地
震
を
想
定
し
て
の
記
載
）
 

①
 

登
校

中
に

生
徒

が
「

注
意

情
報

」
を

知
っ

た
ら

、
そ

の
ま

ま
登

校
さ

せ
る

。
公

共
交

通
機

関
を

使
用

し
て

い
る

間
に

「
警

戒
宣

言
」

が
出

さ

れ
た

場
合
、

公
共
交

通
機
関

の
誘
導

に
従

う
。

 

②
 

下
校

中
に

生
徒

が
「

注
意

情
報

」
を

知
っ

た
ら

、
学

校
・

自
宅

・
避

難
所

の
い

ず
れ

か
一

番
近

い
所

に
避

難
す

る
。

公
共

交
通

機
関

を
使

用

し
て

い
る

間
に

「
警

戒
宣

言
」

が
出

さ
れ

た
場

合
、

公
共

交
通

機
関

の

誘
導

に
従
う

。
 

（
３

）
登

校
前

に
生

徒
が

「
注

意
情

報
」

が
出

さ
れ

た
こ

と
を

知
っ

た
場

合
、

学
校

か
ら
指

示
が
あ

る
ま
で

自
宅
で

待
機

さ
せ

る
。

 

（
４

）
保

護
者

と
連

絡
が

取
れ

る
ま

で
若

し
く

は
保

護
者

等
に

確
実

に
引

き
渡

す
ま

で
、

学
校

に
お

い
て

保
護

す
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
た

だ
し

、
保

護
者

と
連

絡
が

付
い

た
場

合
は

、
学

校
種

別
、

地
域

の
建

物
等

の
被

害
状

況
等

を
総

合
的

に
判

断
し

て
、

帰
宅

が
可

能
と

判
断

で
き

る
場

合
に

限
っ

て
、

帰
宅
さ

せ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
３

 
児
童
・
生
徒
の
避
難
誘
導

 
（

１
）

お
・

か
・

し
・

も
（

｢
押

す
な

｣
、

「
か

け
る

な
｣
、

「
し

ゃ
べ

る
な

｣
、

「
戻

る
な

｣）
を

合
い

言
葉

と
し

て
、

 単
純

明
快
な

指
示
で

、
児
童

・
生

徒
を

掌
握
す

る
。

 
- 3

 - 

Ⅰ
 

児
童

・
生

徒
へ

の
対

応
 

 １
 
各
班
の
分
担
業
務

(例
示

) 
「

連
絡

班
」

 

・
校

舎
内
に

逃
げ
遅

れ
た
児

童
・
生

徒
が

い
な

い
か

確
認

 

・
関

係
機

関
、
保

護
者
等

と
の
連

絡
及
び

情
報

の
収

集
並
び

に
各
班

へ
の
情

報
提

供
、
学

校
経
営

支
援
セ

ン
タ
ー

へ
の

報
告

、
連

絡
 

「
施

設
班
」

 

・
初

期
消
火

活
動

 

・
学

校
施
設

・
設
備

の
校
内

巡
視
・

点
検

、
立

入
禁

止
の
表

示
 

・
校

舎
等
の

応
急
危

険
度
判

定
の
要

請
 

「
食

糧
班
」

 

・
学

校
に
保

護
す
る

児
童
・

生
徒
へ

の
食

事
の

準
備

 

・
備

蓄
・
救

援
物
資

の
確
認

・
配
布

、
ろ

水
器

の
稼

動
・
給

水
 

「
救

護
班
」

 

・
け

が
人
へ

の
応
急

救
護

 

・
セ

ル
フ
ケ

ア
セ
ッ

ト
の
提

供
 

・
医

療
機
関

と
の
連

携
 

「
避

難
所
支

援
班
」

 

・
地

域
緊

急
連
絡

員
と
連

携
し
、
建

物
の

安
全

が
確

認
で
き

る
ま
で

住
民
等

を
校

庭
等
に

待
機
さ

せ
る
。

 

・
学

校
施

設
上
の

制
限
区

域
を
設

定
し
、
避

難
住

民
や
帰

宅
困
難

者
を
所

定

の
場

所
に
誘

導
し
、
一

時
滞

在
施
設

の
開

設
・
避
難

所
運
営

に
協
力

す
る
。 

・
公

的
防
災

機
関
、
防
災

市
民
組

織
と
秩

序
維

持
や

衛
生
管

理
、
施

設
保
全

等
に

つ
い
て

の
連
絡

調
整

 

・
災

害
時
帰

宅
支
援

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

等
の

案
内

板
設

置
 

・
災

害
情
報

、
交
通

機
関
運

行
情
報

の
収

集
及

び
提

供
 

「
経

営
企
画

室
」

 

・
重

要
書
類

等
を
持

ち
出
し

、
水
浸

し
や

散
逸

を
防

止
す
る

。
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 ・
混

乱
の

あ
ま

り
、

外
に

飛
び

出
そ

う
と

す
る

。
 

・
恐
怖
の
た
め
、
動
け
な

 
く
な
る
。

 

指
示

す
る

（
緊

急
地

震
速

報
シ

ス
テ

ム
が

作
動

し
た

場

合
、
落
下
物
の
危
険
の
な
い
地

点
ま
で
移
動
し
た
後
）
。

 

 （
休

み
時
間

、
放

課
後
）

○
教

職
員

が
い

る
場

合

・
教

室
、
特

別
教

室
、

体
育

館
、

校
庭

、

屋
上
の
場
合
と
同

じ
（
近
く
に
い
る
児
童
・

 生

徒
を
含
む
｡）

。
 

    
○

教
職

員
が

い
な

い
場

合
 

・
教

室
、

特
別

教
室

、

体
育

館
、
校

庭
、
屋

上

の
場

合
 

 ・
廊

下
、
階

段
の
場

合

   

     ○
授

業
中

、
給

食
中

な

ど
の

行
動

と
同

じ
。

 

※
教

職
員

が
い

な
い

場
合

で
も

、
い

る

場
合

と
同

様
の

行
動

が
で

き
る
よ

う
、
避
難
訓
練
の
際

に
、
安

全
に

行
動

で
き

る
能

力
を

培
う

。
 

   廊
下

 
そ

の
場

で
頭

を
保

護

し
て

し
ゃ

が
む
。

 
階

段
 

そ
の

場
で

腹
ば

い
に

な
り

又
は

手
す

り
に

つ
か

り
転

落
を

防
止

す
る

。
 

 

 

- 5
 - 

（
２

）
心

身
に

障
害

が
あ

る
等

、
自

力
で

避
難

で
き

な
い

児
童

・
生

徒
の

安
全

確
保

を
優
先

に
す
る

。
 

（
３

）
発

災
後

、
校

庭
・

屋
上

に
避

難
し

た
場

合
は

、
校

舎
内

に
児

童
・

生
徒

が
残

っ
て
い

な
い
か

を
確
認

す
る
。

 

（
４

）
校

舎
の

被
害

状
況

に
よ

っ
て

は
、

校
舎

内
の

避
難

順
序

や
経

路
を

変
更

し
誘

導
す
る

。
 

（
５

）
避

難
の

際
、

出
席

簿
、

緊
急

連
絡

用
（

引
渡

し
）

カ
ー

ド
、

ホ
イ

ッ

ス
ル

、
学

級
旗

、
懐

中
電

灯
等

を
携

帯
す

る
。

な
お

、
出

席
簿

及
び

緊

急
連

絡
用

（
引

渡
し

）
カ

ー
ド

を
除

く
携

帯
品

は
非

常
用

袋
に

入
れ

て

教
室

等
に

保
管
す

る
。

 

①
 

校
 

舎
 

内
 

で
 

の
 

避
 

難
 

時
間

の
経
過
（

状
況
等

）
教

職
員

の
対

応
・
行

動
児

童
・

生
徒

の
行
動

等

○
突

然
、

震
度

6
弱

以

上
の

地
震

が
発

生
し

、

大
き

く
揺

れ
る

。
 

（
緊
急

地
震

速
報

シ
ス

テ
ム
が

作
動
す

る
が

、
首

都
直

下
地
震

で
は
間

に
合

わ
な

い
場

合
が
あ

る
。
）
 

・
地

震
に

よ
る

強
い

揺
れ

の
た

め
立

つ
こ

と
も

歩
く

こ
と

も
で

き
な

い
。

 
・
こ

の
強

い
揺

れ
は

、

十
秒

か
ら

数
十

秒
間

続
く

。
 

・
蛍

光
灯

、
窓

ガ
ラ

ス
な

ど
多

く
の

も
の

が
落

下
す

る
。

 

○
児

童
・
生

徒
に

安
心

さ
せ

る
よ

う
な

声
を

 
か

け
る

。
（
授
業
中
、
給
食
中
） 

○
教

室
・
特

別
教

室
の

場
合

 

・
机

の
下

に
潜

り
込

み
、
対

角
線

に
机

の
脚

 
を

つ
か

む
よ

う
指

示

す
る

。
 

  ○
体

育
館

、
校

庭
、

屋

上
、

共
用

部
分

の
場

合
 

・
そ

の
場

で
頭

を
保

護

し
て

し
ゃ

が
む

よ
う

○
身

を
守

る
。

 

・
机

の
下

に
潜

り
、
対

角
線

に
机

の
脚

を
つ

か
み

、
頭

は
窓

や
壁

 
と
反
対
側
に
向
け
て
身
を

守
る
。

 
・
防

災
頭

巾
、
座

布
団

等
で

頭
を

保
護

す
る
。

   ○
そ

の
場

で
頭

を
保

護

し
て

し
ゃ

が
む

（
緊

急
地
震

速
報
シ

ス
テ

ム
が

作
動

し
た
場

合
、
落

下
の

危
険

の
な

い
地
点

ま
で
移
動
し
た
後
。
）
。
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・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・

生
徒

の
安

 

全
確

保
を
優

先
す
る

。
 

  ○
体

育
館

、
校

庭
、

屋
上

の
場

合
 

・
教

室
・
特

別
教
室

の

場
合

と
同
じ

。
 

・
校

庭
の

場
合

、
液

状

化
し

て
い

な
い

場
所

 

に
集

め
る
。

 

 （
休

み
時
間

、
放

課
後
）

○
教

室
に

教
職

員
が

い

る
場

合
 

・
授
業
中
、
給
食
中
の
場

合
と
同
じ
。

 

な
お
、
 近

く
の

教
職

員
の

い

な
い

教
室

の
児

童
・

 生
徒
の

安
全
確
保
も
図
る
。
 

○
教

室
に

教
職

員
が

い

な
い

場
合

 

・
担

任
は

、
原

則
と

し

て
受

持
ち

の
教

室
に

行
く

。
 

 
な

お
、

担
任

し
て

い
る

児

童
・

生
徒

だ
け

 
で

は
な

く
、

  ・
教

室
・

特
別
教

室
の

行
動

と
同

じ
。

 

      ・
授

業
中

、
給

食
中

の

行
動

と
同

 
じ

。
 

           ※
教

職
員

が
い

な
い

場
合

で
も

、
い

る
場

合

と
同

様
の

行
動

が
で

 

き
る
よ
う
､避

難
訓
練
の

際
に
、
 安

全
に

行
動

で

き
る

能
力

を
培

う
。

 

 

- 7
 - 

②
 

校
庭

・
屋

上
 

へ
 

の
 

避
 

難
 

時
間

の
経
過

（
状
況

等
）

教
職

員
の
対

応
・
行

動
児

童
・

生
徒

の
行
動

等

                           

（
授

業
中
、

給
食
中

）

○
教

室
・
特

別
教

室
の

場
合

 

・
勝

手
な
行

動
を
と

ら

せ
な

い
。

 

・
コ

ン
ロ

、
フ

ァ
ン

ヒ

ー
タ

ー
等

の
火

を
消

 

す
。

又
は
指

示
す
る

。
 

・
コ

ン
セ

ン
ト

を
抜

い

た
り

、
ガ

ス
の

元
栓

 

等
を

閉
め
た

り
す
る

。

又
は

指
示
す

る
。

 

・
負

傷
者
等

の
有
無

を

確
認

す
る
。

 

・
負

傷
者
等

の
救
出

、

応
急

手
当
を

す
る
。

 

・
ド

ア
や

窓
付

近
の

落

下
物

等
危

険
物

を
退

 

け
、
脱

出
口

を
確
保

す

る
。

 

・
防

災
頭

巾
、
カ

バ
ン

等
で

頭
部

を
保

護
す

る
よ

う
指
示

す
る
。

 

  

 ○
教

職
員

の
指

示
に

従

う
。

 

             ○
上

履
き

の
ま

ま
、

防

災
頭

巾
・
ヘ

ル
メ

ッ
ト

等

で
頭

を
保

護
し

、
何

も

持
た

な
い

で
、

校
庭

・

屋
上

へ
の

避
難

に
備

え
る

。
 

・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・
生

徒
の

避
難

準
備

に
も

気
を

配
 

る
。
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 ○
校

庭
、
屋

上
等
に

教

職
員

が
い
な

い
場
合

 

・
担

任
以

外
の

教
職

員

は
、
校

庭
、
屋

上
等

に

行
き

、
児

童
・
生

徒
の

安
全

確
保

を
図

る
。

 

 ○
本

震
の

後
は

､余
震

が
次

々
と

起
こ

る
が

、
 

落
下

物
等

に
注

意
し

て

冷
静

に
行

動
す

る
 
よ

う
指

導
す

る
。

 

 〔
避

難
開

始
等
〕

 

○
児

童
・
生

徒
の

人
数

を
確

認
し

、
校

庭
・

屋

上
へ

避
難

を
開

始
す

る
。

 

・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・

生
徒

の
安

 

全
確

保
を
優

先
す
る

。
 

・
津

波
・
高

潮
・
液

状

化
の

被
害

が
予

想
さ

れ
る

学
校

に
お

い
て

は
、
安

全
な

場
所
（

屋

上
等

）
に
避

難
・
誘

導

す
る

。
 

  ※
教

職
員

が
い

な
い

場
合

で
も

、
い

る
場

合

と
同

様
の

行
動

が
で

き
る
よ
う
、
避
難
訓
練
の

際

に
、
 安

全
に

行
動

で
き

る
能

力
を

培
う

。
 

        ○
校

庭
へ

の
避

難
開

始

・
「

お
」
「

か
」
「

し
」

「
も

」
 
を

守
っ

て
行

動
す

る
。

 

「
お

」
：
押

す
な

 

「
か

」
：
か

け
る
な

 

「
し

」
：
し
ゃ

べ
る
な

「
も

」
：
戻

る
な

 

・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・

生
徒
の
避
難
活

動
に
も
配
慮
し
、
可
能
な
範

囲
で
手
助
け
を
す
る
。
 

- 9
 - 

    ○
大

き
な

揺
れ

の
後

で
､児

童
・
生

徒
の

心
が

動
揺

し
て

い
る

。
 

     ○
本

震
が

終
わ

っ
て

も
、

間
も

な
く

大
き

な
余

震
が

、
次

々
と

起
 
こ

る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
 

   ○
避

難
の

際
、

廊
下

・

階
段

等
は

ガ
ラ

ス
の

破

片
で

危
険

な
状

態
 
で

あ
る

。
 

 ○
本

震
か

ら
約

数
分

後
、

津
波

が
海

岸
部

に

繰
り

返
し

押
し

寄
せ

 
て

く
る

。
傾

斜
地

で
は

、
崖

崩
れ

が
発

生
す

る
。

 

 

教
職

員
の

近
く

に
い

る
全

て

の
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保
を

図
る
。
 

 ○
廊

下
、

階
段

に
教

職

員
が

い
る

場
合

 

・
教
職
員
は
、
近
く
の
教

室
に
入
り
、
児
童
・
 生

徒
へ

の
指

示
を

行
っ

た
後

に
、
受

持
ち

の
教

室
に

行
く
。

 

 ○
校

庭
に

教
職

員
が

い

る
場

合
 

・
液

状
化

し
て

い
な

い

場
所

に
集

め
、

速
や

 

か
に

整
列

し
、
そ

の
場

に
し

ゃ
が

む
よ

う
に

指
示

し
た

後
に

、
数

人

を
除

い
て

、
受

け
持

ち

の
教

室
に
行

く
。

 

 ○
屋

上
、

体
育

館
に

教
 

職
員

が
い

る
場

合
 

・
教

職
員
の

指
示
に

従

う
。

 

・
速

や
か

に
整

列
し

、

そ
の

場
に

し
ゃ

が
む

 

よ
う

指
示
す

る
。

 

    ・
教

職
員
の

指
示
に

従

う
。

 

・
授

業
中

、
給

食
中

の

行
動

と
同

じ
。

 

    ・
教

職
員
の

指
示
に

従

う
。

 

・
速

や
か

に
整

列
し

、

そ
の

場
に

し
ゃ

が
む

。

        ・
速

や
か

に
整

列
し

、

そ
の

場
に

し
ゃ

が
む

。
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・
避

難
中

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
、

放
送

施
設

、
口

頭
、

ハ
ン

ド
マ

イ
ク

等
の

方
法

で
火

災
場

所
を

知
ら

せ
る
。

 

・
で

き
る

だ
け

多
く

の
教

職
員

で
初

期
消

火
に

当
た

る
。

そ
の

際
、

身
体

の
安

全
に

十
分

配
慮

す
る
。

 

 ○
教

職
員

は
、

ト
イ

レ

等
に

児
童

・
生

徒
が

 

残
っ

て
い

な
い

か
を

確

認
す

る
。

 

 ○
学

校
災

害
対

策
本

部
の

各
班

の
行

動
を

開

始
す

る
。

 

・
連

絡
班
は

行
方
不

明

者
の

捜
索
を

行
う
。

 

・
救

護
班
は

負
傷
者

の

応
急

手
当
を

す
る
。

 

・
連

絡
班

は
児

童
・
生

徒
の

安
否
を

学
校
経

営
支

援
セ
ン

タ
ー
経

営
支

援
室
に

報
告
し

、

施
設
・
設

備
の
被

災
状

                  ○
校

庭
・
屋

上
に

集
合

し

た
ら

 

・
学
年
、
学
級
ご
と
に
整
列
す

る
。
 

・
腰

を
降

ろ
し

て
低

い

姿
勢

で
待
機

す
る
。

 

 

    

- 1
1 

- 

                              

・
そ

の
他
、
河

川
の

氾

濫
や

崖
崩

れ
等

に
も

配
慮

す
る
。

 

        ・
教

室
か

ら
の

避
難

の

場
合

は
、
で

き
る

限
り

隣
接

す
る

2
学

級
が

連
携

し
て

、
前

後
 
に

教
職

員
を

配
置

し
て

避
難

す
る
。

 

 ・
負

傷
者

、
心

身
に

障
害

の
あ

る
児

童
・

生
徒

の
保

護
を

優
先

す
る

よ
う
指

示
す
る

。

・
避

難
誘

導
の

際
、

火
災

場
所

近
く

や
上

層
階
の
児
童
・
生
徒
の

避
難
を
優
先
さ
せ
る
。
 

・
周

囲
の

状
況

（
出

火
・

倒
壊

・
亀

裂
・

出
水

等
）
を

確
か

め
な

が
ら

避
難
す

る
。

 

 ・
教

室
の

場
合
：
廊

下

に
速

や
か

に
並

び
、
安

全
な

通
路

を
通

っ
て

避
難

す
る
。

 

・
屋
上
の
場
合
：
速
や
か
に

並
び
、
安

全
な

通
路

を

通
っ

て
避

難
す

る
。

 

・
体

育
館

の
場

合
：
速

や
か

に
並

び
避

難
す

る
。

 

       ・
負

傷
者

、
心

身
に

障

害
の

あ
る

 児
童
・
生

徒

を
皆

で
か
ば

い
、
 助

け

合
う

。
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者
等

へ
引
き

渡
す
。

 

・
発

災
後

保
護
者

が
亡

く
な

り
身
寄

り
が
な

く
な

っ
て
し

ま
っ
た

児
童
・
生

徒
の
心

の
ケ

ア
を

行
な
う

と
と
も

に
、
他

の
児
童
・
生

徒

の
保

護
状
況

を
踏
ま

え
、
適
切

に
児
童

相
談

所
に

引
き
継

ぐ
。

 

 ○
中

学
校

、
中

等
教

育

学
校

、
高

等
学

校
の

生

徒
に

対
し

、
初

 
期

消

火
や

救
護

等
の

活
動

の
で

き
る

生
徒

を
募

る
。

 

 

           ○
そ

れ
に

応
じ

た
生

徒

は
、

救
護

、
消

火
活

動

等
に

協
力

す
る

。
 

 
③

 
（
広

 
 域

）
 
避

 難
 
場

 所
 へ

 
の

 
避

 
難

 
時

間
の

経
過

（
状
況

等
）

教
職

員
の
対

応
・
行

動
児

童
・

生
徒

の
行
動

等

○
二

次
災

害
等

（
火

災
、

崖
崩

れ
等

）
で

学

校
が

危
険

に
さ

ら
さ

れ

る
。

 

   

○
避

難
の

際
の

配
慮

 

・
地

震
に

対
す

る
恐

怖

心
や

デ
マ

に
惑

わ
さ

れ
て

自
己

中
心

的
な

行
動

に
走

っ
た

り
、

 

パ
ニ

ッ
ク

的
混

乱
に

陥
っ

た
り

し
な

い
よ

       

- 1
3 

- 

                 ○
一

時
（
い

っ
と

き
）
集

合
場

 所
、

避
難

所
に

指
定

さ
れ

て
 い

る
場

合
；

校
庭

は
、
避

難
 

し
て

来
る

住
民

や

幼
･
小

･
中

 学
校

の

児
童
・
生

徒
を

引
き
 

取
り

に
来

る
保

護

者
等

に
よ

り
、

混
乱

が
予

想
さ
れ

る
。

 

 

況
を

学
校
経

営
支
援

セ
ン

タ
ー
管

理
課
に

報
告

す
る
。
区
市

町
村

立
学

校
は
都

立
学
校

に
準

じ
て
当

該
区
市

町
村

教
育
委

員
会
に

報
告

を
す
る

。
 

・
連

絡
班
は

（
広
域

）

避
難

場
所
へ

の
避
難

経
路

を
確
認

す
る
。

 

・
救

護
班

は
救
助

を
必

要
と

す
る
児

童
・
生

徒

が
い

る
場
合

は
、
消

防

署
な

ど
へ

救
助

要
請

す
る

。
 

・
ラ

ジ
オ
等

で
情
報

を

収
集

す
る
。

 

 ○
避

難
者

、
保

護
者

の

対
応

に
当

た
る

。
 

 ○
児

童
・
生

徒
の

引
渡

し
は

、
緊

急
連

絡
用

（
引

渡
し

）
カ

ー
ド

で
行

う
。

 

・
通

学
路

の
安

全
確

保
、

保
護

者
の

状
況

等
を

総
合

的
に

判
断

し
児

童
・
生
徒

を
保
護
 

                   ○
保

護
者

が
引

取
り

又

は
避

難
し

て
来

る
。
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       ○
道

路
は

、
陥

没
・高

架

橋
の

落
下

・
自

動
車

火

災
・
事

故
な

ど
に

よ
り

い

た
る

と
こ

ろ
で

通
行

止
や

大
渋

滞
に

な
っ

て
い

る
。

 

○
避

難
集
団

の
編
成

 

・
学

級
単

位
で

編
成
し

、

学
校

集
団

の
先

頭
は

副

校
長

と
し

、
担

任
は

ク

ラ
ス

の
最

後
尾

に
つ

く
。

 

 ・（
広

域
）
避

難
場

所
へ

の
避

難
は

、
避

難
誘

導
の

担
当

者
が

確
認

し
た

避
難

経
路

を
利

用
す

る
。

し
か

し
、

実
際

の
状

況
変

化
に

よ
り

、
避

難
経

路
と

し
て

適
さ

な
い

場
合

は
、

臨
機

応
変

に
対

応
す

る
。

 

 ・
（

広
域

）
避

難
場

所

に
到

着
し
た

段
階
で

、

人
員

を
点
呼

す
る
。
行

方
不

明
の
児

童
・
生

徒

が
い

る
場
合

は
、
捜

索

す
る

。
 

    

・
防

災
頭

巾
、

か
ば

ん

等
で

頭
部

を
守

り
な

が
ら

行
動
す

る
。

 

    ・
避

難
途

中
に

負
傷

し

た
方

な
ど

が
い

た

ら
、

み
ん

な
で

か
ば

い
、

助
け
合

う
。

 

       ○
（
広

域
）
避

難
場

所
に

到
着

し
た

ら
 

・
学

年
、

学
級

ご
と

に

整
列

す
る
。

 

・
腰

を
下

ろ
し

て
、

低

い
姿

勢
で
待

機
す
る

。

 

 
- 1

5 
- 

                
 

              

う
に

す
る

た
め

､
児

童
・

生
徒

に
対

し
て

 

教
職

員
の

指
示

に
従

う
よ

う
指
導

す
る
。

 

・
自

分
勝

手
な

言
動

を

慎
み

、
集

団
・
隊

列
 か

ら
離

れ
な

い
な

ど
の

指
示

を
す
る

。
 

・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・

生
徒

の
実

 

情
に

あ
わ

せ
て

介
添

者
を

決
め

、
級

友
の

 

助
力

に
よ

り
避

難
で

き
る

よ
う

に
指

導
す

る
。

 

 ○
（
広

域
）避

難
場

所
へ

の
避

難
開

始
 

・
校

門
な
ど

に
避
難

先

を
掲

示
す
る

。
 

・
避

難
誘

導
す

る
前

に
、
教

職
員

は
児

童
・
 

生
徒

の
人

員
を

点
呼

す
る

。
 

○
集

団
の

責
任

者
 

・
全

体
指

揮
（

校
長

）
、

学
年

指
揮

（
学

年
主

任
）
、
学
級

指
揮
（

学

級
担

任
）

 

        ・
自

力
で

避
難

で
き

な

い
児

童
・

 
生
徒
の
避
難

活
動
に
も
配
慮
し
、
可
能
な

範
囲
で
手
助
け
を
す
る
。
 

    ・
教

職
員

の
指

示
に

従

う
と

と
も
に

、
特

に
、

「
お

」
「

か
」
 「
し

」

「
も

」
の

合
い

言
葉

を

守
っ

て
行
動

す
る
。

 

  

 ・
負

傷
し

た
児

童
・

生

徒
や

自
力

で
避

難
で

き
な

い
人

を
み

ん
な

 

で
か

ば
い
、
助
け

合
う
。
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       ○
大

き
な

揺
れ

の
後

で

児
童

・
生

徒
の

心
が

動

揺
し

て
い

る
。

 

    ○
本

震
が

終
わ

っ
て

も
、

間
も

な
く

大
き

な
余

震
が

、
次

々
と

起
 
こ

る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
 

を
行

う
。

 

・
避

難
所

の
開

設
及

び

管
理

運
営

に
協

力
す

る
。

 

 ○
発

災
当

初
の

任
務

の
後
、
教

職
員

は
、
家

庭
に

い
る
児
 
童
・
生

徒
の

安
否

確
認

な
ど

の
業

務
に

従
事

す
る
。
 

 ○
児

童
・
生

徒
の

安
否

を
学

校
経

営
支

援
セ

ン

タ
ー

経
営

支
援

室
に

報

告
す

る
。
ま

た
、

施

設
・
設

備
の

被
災

状
況

に
つ

い
て

学
校

経
営

支
援

セ
ン

タ
ー

管
理

課
に

報
告
す

る
。

 

○
発

災
後

保
護

者
が

亡
く

な
り

身
寄

り
が

な
く

な
っ
た

児
童
・
生

徒
の

心
の

ケ
ア

を
行

な
う

と
と
も

に
、
他

の

児
童
・
生

徒
の
保

護
状

況
を

踏
ま
え

、
適

切
に

児
童

相
談

所
に

引
き

継
ぐ

。
 

 

            ・
わ

が
身

・
家

族
の

安

全
を

確
認

し
た

生
徒

は
、

地
域

の
人

々
と

 

協
力

し
助
け

合
う
。

 

   ・
自

ら
の

安
否

に
つ

い

て
、

学
校

に
一

報
を

入

れ
る

。
電

話
が

使
え

な

い
と

き
の

た
め

の
連

絡

手
段

を
日

頃
か

ら
決

め

て
お

く
こ
と

。
 

 

- 1
7 

- 

④
 

休
日

・
夜

間
等

に
発

災
し

た
場

合
の

対
応

 
時

間
の

経
過

（
状
況

等
）

教
職

員
の
対

応
・
行

動
児

童
・

生
徒

の
行
動

等

○
突

然
、

震
度

6
弱

以

上
の

地
震

 
が

発
生

し
、

大
き

く
揺

れ
る

。
 

（
緊
急

地
震

速
報

シ
ス

テ
ム
が

作
動
す

る
が

首
都

直
下

地
震
で

は
、
揺

れ
に

間
に

合
わ

な
い
場

合
が
あ
る
。
）
 

 

・
地

震
に

よ
る

強
い

揺

れ
の

た
め

立
つ

こ
と

も
歩

く
こ

と
も

で
き

 

な
い

。
 

・
こ

の
強

い
揺

れ
は

、

十
秒

か
ら

数
十

秒
間

続
く

。
 

 ○
主

要
震

動
終

了
 

・
大

き
な
揺

れ
が
収

ま

る
。

 

・
ガ
ラ
ス
破
片
の
飛
散
、
転

倒
物
、
落
下

物
が
あ

る
。

・
本

震
か

ら
約

数
分

後
、
津

波
が

海
岸

部
に

繰
り

返
し

押
し

寄
せ

 

て
く

る
。
傾

斜
地

で
は

崖
崩

れ
が

発
生
す

る
。

    〔
都

立
学

校
教
職

員
の

場
合

〕
 

・
震
度
６
弱
以
上
の
地

震
が
発
生
し
た
場
合
、

自
宅
・
家

族
の

安
全

を

確
保

し
た

上
で

、
所

属

校
へ

参
集

の
連

絡
が

無
く

て
も

参
集

す
る
。
 

 ○
教

職
員

は
、

学
校

や

寄
宿

舎
に

い
る

児
童

・

生
徒

の
安

全
確

保
を

最
優

先
す

る
。

 

 ○
出

勤
し

た
教

職
員

又

は
部

活
動

等
で

出
勤

し

て
い

る
教

職
員

の
当

初

の
任

務
 

・
出

勤
途

上
で

知
り

得

た
情

報
を

連
絡

班
に

 

報
告

す
る
。

 

・
校

舎
等
の

安
全
確

認

○
寄

宿
舎

で
生

活
し

て

い
る

場
合

 

・
教

職
員

の
指

示
に

従

い
行

動
す

る
。

 

 ○
ク

ラ
ブ

活
動

等
で

学

校
に

い
る

場
合

 

・
部

活
担

当
者

の
指

示

に
従

い
行

動
す

る
。

 

 ○
家

庭
等

に
い

る
場

合
 

・
保
護
者
等
の
責
任
に
お
い

て
児
童
・
生
徒

の
安
全

確

保
を

図
る
。
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  ○
大

き
な

揺
れ

の
後

で

児
童

・
生

徒
の

心
が

動

揺
し

て
い

る
。

 

 ○
本

震
が

終
わ

っ
て

も
、

間
も

な
く

大
き

な
余

震
が

、
次

々
と

起
 
こ

る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
 

・
津

波
・
高

潮
・
液

状

化
の

被
害

が
予

想
さ

れ
る

学
校

に
お

い
て

は
、
安

全
な

場
所
（

屋

上
等

）
に
避

難
・
誘

導

す
る

。
 

・
そ

の
他
、
河

川
の

氾

濫
や

崖
崩

れ
等

に
も

配
慮

す
る
。

 

 ○
児

童
・
生

徒
の

安
否

を
学

校
経

営
支

援
セ

ン

タ
ー

経
営

支
援

室
に

報

告
す

る
。
ま

た
、

施

設
・
設

備
の

被
災

状
況

に
つ

い
て

学
校

経
営

支
援

セ
ン

タ
ー

管
理

課
に

報
告
す

る
。

 

 ○
保

護
者

が
亡

く
な

り

身
寄

り
が

な
く

な
っ

た

児
童

・
生

徒
の

心
の

ケ

ア
を

行
な

う
と

と
も

に
、

他
の

児
童

・
生

徒
の

保

護
状

況
を

踏
ま

え
、

適

切
に

児
童

相
談

所
に

引
き

継
ぐ
。

 

 

  ・
大

き
な

揺
れ

が
収

ま

っ
た

ら
、
学

校
、
自

宅
、

（
広

域
）
避

難
場

所
の

い
ず

れ
か
一
番
近
い
所
に

避
難
す
る
。
 

・
垂

れ
下

が
っ

た
電

線

に
近

づ
か

な
い

。
 

・
自

分
が

負
傷

し
た

場

合
、
大

き
な

声
を

出
し

て
近

く
の

人
に

助
け

を
求

め
る
。

 

 ・
す

ぐ
に

学
校

又
は

家

に
戻

れ
な
い

場
合

、（
広

域
）
避

難
場

所
に

避
難

し
た

後
 、
安

全
の

確

保
が

で
き

次
 第

、
公

衆
電

話
・

携
帯

電
話

等

で
自

分
の

い
る
所
を
家

か
学
校
に
連
絡
す
る
。
 

 

- 1
9 

- 

⑤
 

登
下

校
時

に
発

災
し

た
場

合
の

対
応

 

時
間

の
経
過

（
状
況

等
）

教
職

員
の
対

応
・
行

動
児

童
・

生
徒

の
行
動

等

○
突

然
、

震
度

6
弱

以

上
の

地
震

が
発

生
し

、

大
き

く
揺

れ
る

。
 

・
地

震
に

よ
る

強
い

揺

れ
の

た
め

 
立

つ
こ

と

も
歩

く
こ

と
も

で
き

 

な
い

。
 

・
こ

の
強

い
揺

れ
は

、

十
秒

か
ら

数
十

秒
間

続
く

。
 

     ○
主

要
震

動
終

了
 

・
大

き
な
揺

れ
が
収

ま

る
。

 

・
ガ
ラ
ス
破
片
の
飛
散
、
転

倒
物
、
落
下

物
が
あ

る
。

 ・
本

震
か

ら
約

数
分

後
、
津

波
が

海
岸

部
に

繰
り

返
し

押
し

寄
せ

 

て
く

る
。
傾

斜
地

で
は

崖
崩

れ
が

発
生
す

る
。

○
出

勤
途

中
の

場
合

は
、

所
属

校
に

向
か

う
。

・
出

勤
途

中
で

知
り

得

た
情

報
を

、
あ

ら
か

じ

め
学

校
で

定
め

て
い

る
連

絡
班

に
報

告
す

る
。

 

     ○
帰

宅
途

中
の

場
合

は
、

所
属

校
に

戻
る

。
 

・
参

集
途

中
で

知
り

得

た
情

報
を

連
絡

班
に

 

報
告

す
る
。

 

 ○
在

校
中

の
教

職
員

は
、

児
童

・
生

徒
を

校
 

庭
・
屋

上
に

避
難

す
る

よ
う

指
示

す
る

。
 

・
人

員
を
点

呼
す
る

。
 

 
そ

れ
以

降
に

つ
い

て
は

、
在

校
中

の
場

合
 

と
同

じ
。

 

○
電

車
・
バ

ス
乗

車
中

は
、

運
転

手
・

駅
員

等

の
指

示
に

従
う

。
 

・
手

近
な

カ
バ

ン
や

上

着
等

で
頭

部
を

守
る

。

・
ス

ク
ー

ル
バ

ス
運

行

時
は

、
事

前
に

定
め

ら

れ
た

避
難

場
所

に
避

難
し

、
状

況
に

応
じ

て

バ
ス

内
に

待
機

す
る

。

・
運

転
手

、
駅

員
等

の

指
示

に
従
う

。
 

 ※
自

分
の

身
の

安
全

は
自

分
の

判
断

で
守

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
避

難
訓

練
の

際
に

、

安
全

に
行

動
で

き
る

能
力

を
培
う

。
 

 ・
在

校
中

の
児

童
・

生

徒
は

、
教

職
員

の
指

示

に
従

い
、

行
動

す
る

。
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 ○
携

帯
電

話
等

を
活

用
し

て
、

学
級

担
任

が
児

童
・

生

徒
の

安
否
確

認
を
す

る
。

 

              ○
避

難
所
支

援
担
当

を
編
成

す
る

｡
 

・
区

市
町

村
首

長
部

局
職

員

が
避

難
所

に
到

着
す

る
ま

で

の
間

は
、

教
職

員
が

主
体

的

に
運

営
す
る

。
 

    

 ○
避

難
者

を
校

庭

等
に

待
機

さ
せ

、

校
舎

、
体

育
館

に

立
ち

入
ら

な
い

よ

う
注

意
す
る

。
 

 ○
学

校
危

機
管

理

担
当

者
又

は
地

域

緊
急

連
絡

員
、

防
 

災
市

民
組

織
の

リ

ー
ダ

ー
は

、
地

震

の
状

況
、

火
災

等

の
情

報
を

収
集

し
、

広
域

避
難

場

所
へ

の
避

難
に

 

備
え

る
。

 

 ○
学

校
危

機
管

理

担
当

者
又

は
地

域

緊
急

連
絡

員
は

、

校
長

等
に

学
校

の

状
況

等
を

連
絡

す

る
。

 

 ○
避

難
所

運
営

本

部
を

設
置
す

る
。

 

 ○
避

難
者

の
中

か

ら
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

○
避

難
者

が

学
校

へ
避

難

し
始

め
る
。

 

  ○
児

童
・

生

徒
は

保
護

者

と
共

に
避

難

を
す

る
。

 

避
難

所
に

落

ち
着

い
た

所

で
、

学
校

に

安
否

、
所

在

地
等

を
報

告

す
る

。
 

          ○
防

災
市

民

組
織

、
避

難

者
等

が
避

難

所
業

務
に

従

事
す

る
。

 

- 2
1 

- 

Ⅱ
 

避
難

所
等

と
し

て
の

対
応

 
 

１
 
避
難
所
の
開
設

 
震

災
後

、
区

市
町

村
か

ら
の

要
請

に
基

づ
き

、
避

難
所

を
開

設
す

る
に

当
た

っ
て

、
教

職
員

又
は

区
市

町
村

首
長

部
局

職
員

等
は

避
難

場
所

と
な

る
体

育
館

、
校

舎
等

の
安

全
を

確
認

す
る

。
二

次
災
害

を
防

止
す

る
た

め

安
全

確
認

を
す

る
ま

で
の

間
、

厳
冬

期
で

あ
っ

て
も

避
難

者
を

校
庭

等
で

待
機

さ
せ
る

。
 

教
職

員
又

は
区

市
町

村
首

長
部

局
職

員
等

は
、
体

育
館

、
校

舎
等

の
安

全
点

検
及

び
危

険
箇

所
、
校

長
室

等
の

立
ち

入
禁

止
区

域
の

表
示

を
行

っ

た
後

、
避

難
所

と
な

る
ス

ペ
ー

ス
へ

避
難

者
を

誘
導

す
る

と
と

も
に

、
区

市
町

村
災

害
対

策
本
部

へ
報
告

す
る
。
 

な
お

、
避

難
所

の
開

設
に

当
た

っ
て

は
、
避

難
者

自
治

組
織

づ
く

り
を

念
頭

に
お

い
て

、
避

難
所

内
の

区
割

り
を

町
会

、
自

治
会

又
は
町
・

丁
単

位
で

行
う
。

 

 早
朝

・夜
間

・
休

日
等

に
発

災
し

た
場

合
の

対
応

 

行 動 時 期
 

校
長

・
教

職
員

の
対

応
・
行

動

（
学

校
災

害
対

策
本

部
を

含

む
）
 

避
難

所
運

営
の

 

動
き

 

 

児
童

・生
徒

、
 

避
難

者
等

の

動
き

 

発 災
  直 後
 

○
震

度
6
弱

以
上

の
地

震
の

場
合

、
都

立
学

校
教

職
員

は

自
宅

及
び

家
族

の
安

全
を
 

確
認

の
上

、
自

動
的

に
参

集

す
る

。
 

  

○
学

校
危

機
管

理

担
当

者
又

は
地

域

緊
急

連
絡
員

は
、

 

施
錠

さ
れ

て
い

る

場
合

に
は

校
門

の

鍵
を

開
け
る

。
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    ○
教

職
員

は
、

校
舎

等
の

施

設
の

安
全

を
確

認
す

る
。

避

難
者

等
に
協

力
を
求

め
る
。

    ○
全

て
の

校
舎

等
が

危
険

で

利
用

で
き

な
い

場
合

は
、

立

入
禁

止
と

し
、

区
市

町
村

災

害
対

策
本

部
へ

連
絡

し
、

指

示
を

受
け
る

。
 

 

 〔
避

難
所
担

当
 

（
避

難
所
支

援

班
）

〕
 

○
危

険
箇

所
は

立

入
禁

止
を

表
示

す

る
。

 

 ○
避

難
所

と
す

る

体
育

館
、

和
室

や

保
健

室
等

を
整

理
、

清
掃

し
、

避

難
所

と
し

て
使

用

可
能

な
状

態
に

す

る
。

 

   ○
避

難
者

は

教
職

員
に

協

力
し

、
校

舎
、

体
育

館
等

の
 

安
全

確
認

を

行
う

。
 

 
 

 
避
難

所
支
援

班
を
中

心
に
避

難
所

を
開

設
す

る
。

 

 ２
 

一
時
滞
在
施
設
の
開
設

 
（

１
）

一
時

滞
在
施

設
 

一
時

滞
在
施

設
と
は

、
首
都

直
下
地

震
が

発
生

し
た

際
に
、

駅
周
辺

の

滞
留

者
や
屋

外
で
被

災
し
た

外
出
者

の
う

ち
、

帰
宅

が
可
能

に
な
る

ま
で

待
機

す
る
場

所
が
な

い
帰
宅

困
難
者

を
一

時
的

に
受

け
入
れ

る
施
設

で
あ

る
。

 

一
時

滞
在
施

設
と
し

て
、
島

し
ょ
を

除
く

全
都

立
高

校
が
候

補
施
設

と

- 2
3 

- 

                          

を
募

る
。

 

○
出

火
の

場
合

は
、

防
災

市
民

組

織
、

避
難

者
の

応

援
も

得
て

、
初

期

消
火

に
当
た

る
。

 

  〔
救

護
・
衛

生
担

当

（
救

護
班
）

〕
 

○
応

急
措

置
用

の

医
薬

品
等

を
校

内

か
ら

可
能

な
限

り
 

確
保

す
る
。

 

 ○
重

症
者

等
を

医

療
救

護
所

へ
引

き

継
ぐ

た
め

の
応

急
 

措
置

な
ど

を
行

う
。

 

 ○
軽

症
者

へ
の

応

急
手

当
を
す

る
。

 

 ○
負

傷
者

名
、

負

傷
者

等
が

訴
え

て

い
る

症
状

の
メ

モ
 

を
作

成
す
る

。
 

 

○
防

災
市

民

組
織

、
避

難

者
等

は
教

職

員
に

協
力

し
 

初
期

消
火

に

当
た

る
。
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３
 

災
害
時
帰
宅
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
開
設

 
（

１
）

災
害

時
帰
宅

支
援
ス

テ
ー
シ

ョ
ン

 

災
害

時
帰
宅

支
援
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
と

は
、

震
災

時
に

保
護
を

必
要
と

す

る
帰

宅
困
難

者
に
対

し
て
、

水
、
ト

イ
レ

、
休

息
の

場
の
提

供
、
沿

道
情

報
等

を
提
供

す
る
。

 

「
災

害
時
帰

宅
支
援

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

」
と

し
て

島
し

ょ
を
除

く
全
て

の

都
立

学
校
が

指
定
さ

れ
て
い

る
。
ま

た
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン
ス

ス
ト
ア

、
フ

ァ
ミ

リ
ー
レ

ス
ト
ラ

ン
、
ガ

ソ
リ
ン

ス
タ

ン
ド

等
が

東
京
都

と
の
協

定
に

よ
り

災
害
時

帰
宅
支

援
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
と

し
て

指
定

さ
れ
て

い
る
。

 

（
２

）
災
害

時
帰
宅

支
援
ス

テ
ー
シ

ョ
ン

の
備

蓄
等

 

ア
 

飲
料
水

 

5
00
m
lの

保
存
水

の
ほ
か

全
都
立

学
校
に

プ
ー

ル
の

水
を
ろ

過
し

て
飲

料
水
に

変
え
る

ろ
水
器

を
設
置

し
て

い
る

。
 

イ
 

セ
ル
フ

ケ
ア
セ

ッ
ト

 

被
災

者
自
身

又
は
家

族
等
で

セ
ル
フ

ケ
ア

す
る

た
め

の
医
薬

品
セ

ッ
ト

（
風
邪

薬
、
解

熱
剤
、

湿
布
薬

、
絆

創
膏

、
殺

菌
消
毒

剤
等
、

包
帯

、
ガ
ー

ゼ
等
）

を
全
都

立
学
校

に
配

備
し

て
い

る
。

 

ウ
 

自
家
発

電
機

 

災
害

時
帰

宅
支

援
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
と

し
て

の
機

能
を

果
た

す
た

め
、

停
電

時
の
投

光
及
び

水
中
ポ

ン
プ
用

と
し

て
全

都
立

学
校
に

自
家
用

発
電

機
を
設

置
し
て

い
る
。

 

（
３

）
災
害

時
帰
宅

支
援
ス

テ
ー
シ

ョ
ン

の
開

設
・

閉
鎖

 

大
地

震
等
で

帰
宅
困

難
者
が

発
生
し

た
場

合
は

、
教

育
庁
か

ら
の
指

示

を
待

つ
ま
で

も
な
く

校
長
の

判
断
で

速
や

か
に

開
設

す
る
。

 

開
設

後
、
円

滑
に
運

営
す
る

た
め
に

は
、

事
前

に
案

内
板
や

案
内
チ

ラ

シ
を

用
意
し

て
お
く

と
と
も

に
、
学

校
危

機
管

理
計

画
に
お

い
て
、

避
難

所
支

援
班
・

救
護
班

・
食
糧

班
等
教

職
員

の
役

割
等

を
決
定

し
て
お

く
。

 

【
開

設
の
手

順
】

 

○
 

正
門
付

近
に
案

内
板
を

設
置
→

収
容

ス
ペ

ー
ス
・
立

ち
入
り

禁
止

- 2
5 

- 

な
っ

て
お
り

、
指
定

を
受
け

た
都
立

高
校

は
帰

宅
困

難
者
を

３
日
間

程
度

受
け

入
れ
る

こ
と
と

な
る
。

 

（
２

）
一
時

滞
在
施

設
の
備

蓄
等

 

一
時

滞
在
施

設
と
な

る
都
立

高
校
に

は
、

各
校

で
受

け
入
れ

可
能
な

人

数
に

対
応
し

た
、
食

糧
・
飲

料
水
・

ブ
ラ

ン
ケ

ッ
ト

・
簡
易

ト
イ
レ

等
を

総
務

局
総
合

防
災
部

が
整
備

す
る
。

な
お

、
校

内
で

受
入
れ

人
数
分

を
備

蓄
で

き
な
い

場
合
に

は
、
外

部
倉
庫

で
備

蓄
す

る
こ

と
と
し

て
い
る

。
 

ま
た

、
通

信
手

段
を
確

保
す
る

た
め

、
Ｍ

Ｃ
Ａ

無
線

、
特

設
公

衆
電
話

、

Ｗ
ｉ

－
Ｆ
ｉ

を
整
備

す
る
予

定
と
な

っ
て

い
る

。
 

（
３

）
一
時

滞
在
施

設
の
開

設
・
閉

鎖
 

大
地

震
等
で

帰
宅
困

難
者
が

発
生
し

た
場

合
は

、
東

京
都
災

害
対
策

本

部
（

総
務

局
総

合
防
災

部
）
の
要

請
を
受

け
、
施

設
の

安
全
を

確
認
の

上
、

速
や

か
に
開

設
す
る

が
校
長

判
断
で

自
主

的
に

開
設

す
る
こ

と
も
可

能
と

す
る

。
 

な
お

、
建
物

や
周
辺

の
被
害

状
況
を

確
認

し
た

結
果

、
開
設

が
で
き

な

い
と

判
断
し

た
場
合

は
、
速

や
か
に

東
京

都
災

害
対

策
本
部

及
び
学

校
経

営
支

援
セ
ン

タ
ー
に

報
告
す

る
。

 

開
設

後
、
円

滑
に
運

営
す
る

た
め
に

は
、

事
前

に
学

校
危
機

管
理
計

画

に
お

い
て
、

避
難
所

支
援
班

に
一
時

滞
在

施
設

運
営

担
当
の

明
記
や

救
護

班
・

食
糧
班

等
教
職

員
の
役

割
等
を

決
定

し
て

お
く

。
閉
鎖

に
当
た

っ
て

は
、

東
京
都

災
害
対

策
本
部

か
ら
の

指
示

を
待

っ
て

行
な
う

。
 

【
留

意
事
項

】
 

○
 

予
め
一

時
滞
在

施
設
・
災
害

時
帰
宅

支
援

ス
テ

ー
シ
ョ

ン
と
避

難

所
ス

ペ
ー
ス

を
振
り

分
け
、
動

線
を

分
離

す
る

等
児

童
・
生

徒
の
安

全
を

確
保
す

る
。

 

○
 

乳
幼
児

連
れ
・
女
性
・
高

齢
者
・
外

国
人

等
の

災
害
時

要
援
護

者

に
つ

い
て
、

配
慮
す

る
。
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校
舎

の
補
修

や
改
修

を
要
す

る
箇
所

を
点

検
し

、
被

害
の
程

度
が
大

き

い
よ

う
で
あ

れ
ば
危

険
度
判

定
を
要

請
し

、
部

分
的

な
補
修

で
済
む

よ
う

で
あ

れ
ば
修

繕
を
学

校
経
営

支
援
セ

ン
タ

ー
に

要
請

す
る
。

 

授
業

再
開
に

当
た
っ

て
は
、

必
要
な

教
室

・
ス

ペ
ー

ス
な
ど

の
安
全

確

認
を

行
な
う

と
と
も

に
必
要

な
整
備

を
行

っ
て

確
保

す
る
。

 

（
５

）
児
童

・
生
徒

の
通
学

路
の
安

全
確

認
等

 

授
業

再
開
に

当
た
っ

て
、
通

学
区
域

地
区

担
当

の
教

職
員
は

児
童
・

生

徒
が

安
全
に

通
学
で

き
る
か

等
、
通

学
路

の
安

全
確

認
を
行

う
。

 

 ２
 

応
急
教
育
計
画
の
作
成

 
（

１
）

応
急

教
育
計

画
の
作

成
 

学
校

教
育
が

正
常
に

実
施
さ

れ
る
ま

で
の

間
、

学
校

施
設
・

設
備
の

被

災
状

況
、
教

職
員
及

び
児
童

・
生
徒

の
被

災
状

況
、

交
通
機

関
の
復

旧
状

況
等

、
諸
般

の
状
況

を
勘
案

し
て
、
休
校

、
二

部
授

業
、
他

校
の
利

用
等
、

大
震

災
に
備

え
て
作

成
し
た

応
急
教

育
計

画
を

見
直

す
。

 

教
育

活
動
の

再
開
に

際
し
て

は
、
健

康
・

安
全

教
育

、
生
活

指
導
に

重

点
を

置
く
。

ま
た
、

心
の
ケ

ア
対
策

に
も

十
分

留
意

す
る
。

 

【
応

急
教
育

計
画
作

成
に
当

た
っ
て

の
主

な
留

意
点

】
 

・
 

平
常

時
と
同

様
な

教
育

活
動
が

行
え

な
い

場
合

も
、
可

能
な
範

囲

の
教

育
活
動

の
維
持

、
推
進

を
図
る

。
 

・
 

登
校
す

る
児
童
・
生

徒
の

人
数
に

応
じ

た
応

急
教

育
を
実

施
す
る
。 

・
 

地
域
の

実
情
を

踏
ま

え
、
当

該
学

年
に

適
切

な
応

急
教
育

と
す
る
。 

（
２

）
授
業

再
開
時

期
の
決

定
 

都
立

学
校
で

は
、
学

校
施
設

の
応
急

復
旧

の
状

況
、

被
災
校

舎
の
立

入

禁
止

等
の
安

全
対
策

、
通
学

路
の
安

全
確

保
対

策
、
上

水
道

の
復
旧

状
況
、

使
用

可
能
な

教
室
数

、
登
校

可
能
な

児
童

・
生

徒
数

、
避
難

住
民
の

意
識

等
を

考
慮
し

、
学
校

経
営
支

援
セ
ン

タ
ー

と
協

議
の

上
、
授

業
再
開

時
期

の
目

途
を
定

め
る
。

 

（
３

）
授
業

再
開
の

保
護
者

へ
の
周

知
 

- 2
7 

- 

区
域

の
設
定

→
保
護

し
て
い

る
児
童
・
生

徒
数

を
学

校
経
営

支
援
セ

ン
タ

ー
に
報

告
→
帰

宅
困
難

者
に
、
水
・
ト

イ
レ
・
休

息
の

場
等
を

提
供

す
る

一
時

立
寄

施
設

で
あ

る
旨

の
案

内
チ

ラ
シ

の
配

布
→

近

隣
駅

等
の
案

内
図
を

情
報
提

供
し
、

徒
歩

帰
宅

を
支

援
す
る

。
 

【
留

意
事
項

】
 

○
 

災
害
時

帰
宅
支

援
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
と

一
時

滞
在

施
設
・
避
難

所
ス

ペ
ー

ス
の
振

り
分
け

を
図
っ

て
お
く

。
 

○
 

乳
幼
児

連
れ
・
高

齢
者

等
の
災

害
時

要
援

護
者

に
加
え

、
女
性

や

外
国

人
に
つ

い
て
、

配
慮
す

る
。

 

   
Ⅲ

 
教

育
活

動
へ

の
対

応
 

１
 
安
否
情
報
・
被
害
状
況
の

把
握

 
（

１
）

教
職

員
に
よ

る
児
童

・
生
徒

の
安

否
確

認
等

 

緊
急

連
絡
用

（
引
渡

し
）
カ

ー
ド
等

の
連

絡
先

に
家

庭
訪
問

又
は
電

話

で
、

児
童
・

生
徒
、

保
護
者

の
安
否

状
況

を
把

握
す

る
。
ま

た
、
携

帯
・

固
定

電
話
、

電
子
メ

ー
ル
、

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
、

ツ
イ

ッ
タ
ー

、
災
害

用
伝

言
ダ

イ
ヤ
ル

な
ど
多

様
な
手

段
を
適

時
活

用
し

て
、

保
護
者

に
学
校

の
状

況
を

伝
え
る

と
と
も

に
、
保

護
者
か

ら
学

校
へ

の
安

否
情
報

提
供
を

依
頼

す
る

。
さ
ら

に
、
区

市
町
村

掲
示
板

に
学

校
と

連
絡

を
と
る

よ
う
掲

示
し

た
り

、
学
校

に
安
否

を
確
認

す
る
た

め
の

ノ
ー

ト
を

備
え
て

友
人
や

近
隣

者
等

か
ら
情

報
を
求

め
る
な

ど
、
児

童
・
生

徒
の

安
否

情
報
を

収
集
す

る
。
 

（
２

）
保
護

者
等
か

ら
の
情

報
収
集

 

児
童

・
生
徒

が
親
戚

な
ど
に

避
難
す

る
場

合
は

、
保

護
者
に

対
し
、

早

め
に

何
ら
か

の
手
段

で
学
校

に
連
絡

さ
せ

る
。

  

（
３

）
教
科

書
、
文

房
具
等

の
被
害

状
況

の
把

握
 

児
童

・
生
徒

の
安
否

確
認
と

同
時
に

教
科

書
、

文
房

具
等
の

紛
失
・

焼

失
状

況
を
把

握
し
、

所
管
の

学
校
経

営
支

援
セ

ン
タ

ー
に
報

告
す
る

。
 

（
４

）
校
舎

等
の
安

全
確
認

・
整
備
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- 3
0 

- 

Ⅳ
 

緊
急

連
絡

先
 

所
 
属
 

先
（
例

示
）
 

NT
T（

直
通
電
話

）
 

携
帯
等
そ

の
他

○
 

 
○
 

 
 
 

学
校

校
長

 

副
校

長
 

学
校

危
機
管

理
担
当

者

地
域

緊
急
連

絡
員

 

学
年

主
任

 

○
○

学
校
経

営
支
援

セ
ン
タ

ー

同
 

 
支
所

 

 

- 2
9 

- 

授
業

再
開
に

当
た
っ

て
、
電

話
連
絡

網
、

掲
示

、
案

内
な
ど

を
通
じ

て

保
護

者
に
授

業
再
開

の
時
期

を
周
知

、
徹

底
す

る
。

 

（
４

）
心
の

ケ
ア
の

充
実

 

阪
神

・
淡
路

大
震
災

及
び
東

日
本
大

震
災

の
例

を
見

て
も
、

発
災
後

に

地
震

へ
の
恐

怖
、
家

族
等
の

死
傷
に

伴
う

悲
し

み
、

将
来
に

対
す
る

不
安

な
ど

、
大
人

も
子
供

も
心
が

疲
弊
し

て
い

る
状

態
に

あ
る
。

 

応
急

教
育
の

立
案
に

当
た
っ

て
は
、

こ
の

よ
う

な
児

童
・
生

徒
の
心

の

状
態

に
配
慮

し
、
心

の
ケ
ア

の
指
導

体
制

を
と

る
。

学
校
は

学
校
経

営
支

援
セ

ン
タ
ー

と
連
携

し
、
ス

ク
ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

、
精
神

科
医
、

臨
床

心
理

士
な
ど

の
専
門

家
に
よ

る
震
災

後
の

心
の

ケ
ア

対
策
の

充
実
に

努
め

る
。

 

 ３
 
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｏ

 
 

こ
の

欄
は

参
集

途
中

で
被

害
状

況
な

ど
を

記
録

す
る

際
な

ど
に

使
用

し
て

下
さ

い
。

 
     

資料２－14

資料２-１５

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 学校危機管理計画
学校危機管理計画の作成・情報共有・各教員の役割分
担

□ 特別非常配備態勢 教職員の特別非常配備態勢表の作成・自己の態勢

□ 緊急連絡網 児童・生徒等の緊急連絡網の作成・連絡方法確認

□ 　　　〃 教職員の緊急連絡網の作成・連絡方法確認

□ 危機管理担当者
災害時に学校にいち早く参集して対応する危機管理担
当者（○○先生、○○先生）

□ 地域緊急連絡員
災害時に学校に速やかに駆けつけて鍵開け等を行う地
域緊急連絡員（○○さん：電話　　　　　　　　　　　　）

□ 緊急時持ち出し物品リスト
緊急時に優先して持ち出すべき書類や物品のリストを
作成

□ 災害用品
災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リスト
を作成・掲示

□ 不審者対応 不審者対応時の緊急連絡先・教員連携の確認

□ 防災拠点としての対応 一時滞在施設・災害時帰宅支援ステーション・避難所等

□ 災害用品
災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リスト
を作成・掲示

□ 備蓄品
災害時に生徒用、帰宅困難者用、避難住民用ごとに活
用する備蓄品・保管場所リストを作成・掲示

□ 緊急時の避難場所
地震･火災･津波等、様々な災害を想定した避難計画を
策定し、避難場所を決めているか。

□ 校長不在時の対応 校長不在時の指示系統の確認

□

□

□

□

□

□

□

□

　※必要に応じて、追加･修正して活用すること。

【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《事前準備編》
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資料２-１５

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 学校危機管理計画
学校危機管理計画の作成・情報共有・各教員の役割分
担

□ 特別非常配備態勢 教職員の特別非常配備態勢表の作成・自己の態勢

□ 緊急連絡網 児童・生徒等の緊急連絡網の作成・連絡方法確認

□ 　　　〃 教職員の緊急連絡網の作成・連絡方法確認

□ 危機管理担当者
災害時に学校にいち早く参集して対応する危機管理担
当者（○○先生、○○先生）

□ 地域緊急連絡員
災害時に学校に速やかに駆けつけて鍵開け等を行う地
域緊急連絡員（○○さん：電話　　　　　　　　　　　　）

□ 緊急時持ち出し物品リスト
緊急時に優先して持ち出すべき書類や物品のリストを
作成

□ 災害用品
災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リスト
を作成・掲示

□ 不審者対応 不審者対応時の緊急連絡先・教員連携の確認

□ 防災拠点としての対応 一時滞在施設・災害時帰宅支援ステーション・避難所等

□ 災害用品
災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リスト
を作成・掲示

□ 備蓄品
災害時に生徒用、帰宅困難者用、避難住民用ごとに活
用する備蓄品・保管場所リストを作成・掲示

□ 緊急時の避難場所
地震･火災･津波等、様々な災害を想定した避難計画を
策定し、避難場所を決めているか。

□ 校長不在時の対応 校長不在時の指示系統の確認

□

□

□

□

□

□

□

□

　※必要に応じて、追加･修正して活用すること。

【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《事前準備編》
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資料２－１６－②

【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《初動対応編》

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 児童・生徒の安全確保 揺れが収まるまで安全な場所での避難行動を指示

□ 児童・生徒へ避難指示 避難場所を指示し、落ち着いて避難させる。

□ 児童・生徒等の保護 避難後、児童・生徒の点呼・安否確認

□ 火の始末、ガス栓の閉栓等
火を消し、電気のブレーカーを落とし、ガス栓を閉栓して、二次災
害を防止する。

□ 初期消火活動 児童生徒の安全確保を最優先し、初期消火活動に従事する。

□ 非常持ち出し 緊急時持ち出し物品リストに基づき、持ち出す。

□ 緊急通報
負傷者や火災等の場合には、「１１９」、「１１０」等に通報
必要に応じて、救命措置を行う。

□

□

□

【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《二次対応編》

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 人的・物的被害の確認・報告 被害状況を確認し、学校災害対策本部に報告

□ 被災情報の収集
テレビ、ラジオ、インターネット等で、被災情報や交通情報を収集
し、児童・生徒の保護体制を整える。

□ 保護者への連絡・引渡し
保護者が迎えに来た場合及び保護者と連絡がついた場合には
帰宅させることができる。

□ 児童・生徒の帰宅方法確認
児童・生徒を帰宅させる場合には、交通機関の運行情報も含め
た被災情報及び学校種別等により帰宅方法を決定する。

□ 一時滞在施設の開設・閉鎖 総合防災部の要請に基づき、開設・閉鎖する。

□ 災害時帰宅支援ステーション
帰宅困難者の状況を見ながら、校長の判断により開設。閉鎖に
当たっては支援センター、本庁と調整する。

□ 避難所 区市町村からの要請により開設・閉鎖

□

□

□

　※必要に応じて、追加･修正して活用すること。

資料２－15－①

記入者名

点検日

点検箇所
（該当に○）

階 室名

脱落 変形 剥離 破損 変質
・
落
ち
そ
う

・
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る

・
垂
れ
て
い
る

・
ず
れ
て
い
る

・
凹
ん
で
い
る

・
傾
い
て
い
る

・
た
わ
ん
で
い
る

・
ゆ
が
ん
で
い
る

・
曲
が

っ
て
い
る

・
ガ
タ
つ
い
て
い
る

・
剥
が
れ
て
い
る

・
ふ
か
ふ
か
す
る

・
膨
ら
ん
で
い
る

・
割
れ
て
い
る

・
折
れ
て
い
る

・
破
れ
て
い
る

・
切
れ
て
い
る

・
腐

っ
て
い
る

・
錆
び
て
い
る

・
シ
ミ
が
あ
る

Ⅰ． 天井

(1) 天井
天井材（天井仕上げボード）に破損等の
異状は見当たらないか。

22

Ⅱ． 照明器具

(1) 照明器具
照明器具に変形、腐食等の異状は見当
たらないか。

22

Ⅲ． 窓・ガラス

(1) 窓ガラス
窓ガラスにひび割れ等の異状は見当た
らないか。

23

(2) 窓ガラス周辺
地震時に衝突の危険性のあるものを窓
ガラス周辺に置いていないか。

23

(3) 建具
建具に変形（たわみ）、腐食、ガタつき
は見当たらないか。

24

(4) クレセント
開閉可能な窓のクレセントはかかってい
るか。

24

Ⅳ． 外壁（外装材）

(1) 外壁（外装材）
外壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅴ． 内壁（内装材）

(1) 内壁（内装材）
内壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅵ． 設備機器

(1) 放送機器・体育器具
本体の傾きや取付金物に腐食、破損等
は見当たらないか。

26

(2) 空調室外機 空調室外機は傾いていないか。 26

Ⅶ． テレビなど

(1) 天吊りテレビ
テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定さ
れているか。

27

(2) 棚置きテレビ
テレビの転倒・落下防止対策を講じてい
るか。

27

(3) テレビ台
テレビ台の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

28

(4) パソコン
パソコン機器類の転倒・落下防止対策を
講じているか。

28

Ⅷ． 収納棚など

(1) 書棚・ロッカーなど
書棚等は取付金物で壁や床に固定して
いるか。

29

(2) 棚の積載物
書棚等の上に重量物を置いていない
か。

30

(3) 薬品棚
薬品棚の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

31

(4) 薬品棚の収納物
薬品の容器等の破損・飛び出し防止対
策を講じているか。

31

Ⅸ． ピアノなど

(1) ピアノなど
ピアノ等に滑り・転倒防止対策を講じて
いるか。

33

Ⅹ． エキスパンション・ジョイント

(1) カバー材
エキスパンション・ジョイントのカバー材
が変形または外れていないか。

34

(2)
エキスパンション・ジョ
イント及びその周辺

エキスパンション・ジョイント及びその周
辺に物を置いていないか。

34

Ｃ：明らかな異状が認められる

屋内運動場　　 教室　　　 特別教室

廊下　　 昇降口　　 外部　　 その他

点検チェックリスト（非構造部材・学校用）
≪点検結果≫

Ａ：異状は認められない、または対策済み

Ｂ：異状かどうか判断がつかない、わからない

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

番
号

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

参
照
ペ
ー

ジ

点検項目

劣化状況　※該当欄に○

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

点検結果
（Ａ・Ｂ・Ｃ）

※該当結果に○

A ・ B ・ C

特記事項
（具体的な異状箇所・状態等）

A ・ B ・ C

資料２－１６－②資料２－１５－②
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【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《初動対応編》

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 児童・生徒の安全確保 揺れが収まるまで安全な場所での避難行動を指示

□ 児童・生徒へ避難指示 避難場所を指示し、落ち着いて避難させる。

□ 児童・生徒等の保護 避難後、児童・生徒の点呼・安否確認

□ 火の始末、ガス栓の閉栓等
火を消し、電気のブレーカーを落とし、ガス栓を閉栓して、二次災
害を防止する。

□ 初期消火活動 児童生徒の安全確保を最優先し、初期消火活動に従事する。

□ 非常持ち出し 緊急時持ち出し物品リストに基づき、持ち出す。

□ 緊急通報
負傷者や火災等の場合には、「１１９」、「１１０」等に通報
必要に応じて、救命措置を行う。

□

□

□

【標準　学校用】震災時の対応チェックリスト《二次対応編》

チェック 項目 内容
マニュアル
掲載箇所

□ 人的・物的被害の確認・報告 被害状況を確認し、学校災害対策本部に報告

□ 被災情報の収集
テレビ、ラジオ、インターネット等で、被災情報や交通情報を収集
し、児童・生徒の保護体制を整える。

□ 保護者への連絡・引渡し
保護者が迎えに来た場合及び保護者と連絡がついた場合には
帰宅させることができる。

□ 児童・生徒の帰宅方法確認
児童・生徒を帰宅させる場合には、交通機関の運行情報も含め
た被災情報及び学校種別等により帰宅方法を決定する。

□ 一時滞在施設の開設・閉鎖 総合防災部の要請に基づき、開設・閉鎖する。

□ 災害時帰宅支援ステーション
帰宅困難者の状況を見ながら、校長の判断により開設。閉鎖に
当たっては支援センター、本庁と調整する。

□ 避難所 区市町村からの要請により開設・閉鎖

□

□

□

　※必要に応じて、追加･修正して活用すること。

記入者名

点検日

点検箇所
（該当に○）

階 室名

脱落 変形 剥離 破損 変質
・
落
ち
そ
う

・
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る

・
垂
れ
て
い
る

・
ず
れ
て
い
る

・
凹
ん
で
い
る

・
傾
い
て
い
る

・
た
わ
ん
で
い
る

・
ゆ
が
ん
で
い
る

・
曲
が

っ
て
い
る

・
ガ
タ
つ
い
て
い
る

・
剥
が
れ
て
い
る

・
ふ
か
ふ
か
す
る

・
膨
ら
ん
で
い
る

・
割
れ
て
い
る

・
折
れ
て
い
る

・
破
れ
て
い
る

・
切
れ
て
い
る

・
腐

っ
て
い
る

・
錆
び
て
い
る

・
シ
ミ
が
あ
る

Ⅰ． 天井

(1) 天井
天井材（天井仕上げボード）に破損等の
異状は見当たらないか。

22

Ⅱ． 照明器具

(1) 照明器具
照明器具に変形、腐食等の異状は見当
たらないか。

22

Ⅲ． 窓・ガラス

(1) 窓ガラス
窓ガラスにひび割れ等の異状は見当た
らないか。

23

(2) 窓ガラス周辺
地震時に衝突の危険性のあるものを窓
ガラス周辺に置いていないか。

23

(3) 建具
建具に変形（たわみ）、腐食、ガタつき
は見当たらないか。

24

(4) クレセント
開閉可能な窓のクレセントはかかってい
るか。

24

Ⅳ． 外壁（外装材）

(1) 外壁（外装材）
外壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅴ． 内壁（内装材）

(1) 内壁（内装材）
内壁にひび割れ等の異状は見当たらな
いか。

25

Ⅵ． 設備機器

(1) 放送機器・体育器具
本体の傾きや取付金物に腐食、破損等
は見当たらないか。

26

(2) 空調室外機 空調室外機は傾いていないか。 26

Ⅶ． テレビなど

(1) 天吊りテレビ
テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定さ
れているか。

27

(2) 棚置きテレビ
テレビの転倒・落下防止対策を講じてい
るか。

27

(3) テレビ台
テレビ台の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

28

(4) パソコン
パソコン機器類の転倒・落下防止対策を
講じているか。

28

Ⅷ． 収納棚など

(1) 書棚・ロッカーなど
書棚等は取付金物で壁や床に固定して
いるか。

29

(2) 棚の積載物
書棚等の上に重量物を置いていない
か。

30

(3) 薬品棚
薬品棚の移動・転倒防止対策を講じて
いるか。

31

(4) 薬品棚の収納物
薬品の容器等の破損・飛び出し防止対
策を講じているか。

31

Ⅸ． ピアノなど

(1) ピアノなど
ピアノ等に滑り・転倒防止対策を講じて
いるか。

33

Ⅹ． エキスパンション・ジョイント

(1) カバー材
エキスパンション・ジョイントのカバー材
が変形または外れていないか。

34

(2)
エキスパンション・ジョ
イント及びその周辺

エキスパンション・ジョイント及びその周
辺に物を置いていないか。

34

Ｃ：明らかな異状が認められる

屋内運動場　　 教室　　　 特別教室

廊下　　 昇降口　　 外部　　 その他

点検チェックリスト（非構造部材・学校用）
≪点検結果≫

Ａ：異状は認められない、または対策済み

Ｂ：異状かどうか判断がつかない、わからない

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

番
号

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

参
照
ペ
ー

ジ

点検項目

劣化状況　※該当欄に○

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

点検結果
（Ａ・Ｂ・Ｃ）

※該当結果に○

A ・ B ・ C

特記事項
（具体的な異状箇所・状態等）

A ・ B ・ C
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